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１
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
は
、
昭
和
初
期
に
広
島
控
訴
院
管
内
の
各
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
開

廷
さ
れ
た
陪
審
公
判
を
研
究
す
る
た
め
に
、
陪
審
裁
判
に
関
す
る
諸
資
料
を
、

ど
の
よ
う
に
し
て
調
査
・
収
集
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
問
題

点
に
着
眼
し
て
調
査
・
研
究
を
進
め
て
い
る
か
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
陪
審
裁
判
に
つ
い
て
の
従
来
の
論
考
に
は
、
我
が
国
に
お
い
て

行
わ
れ
た
陪
審
公
判
の
実
際
例
を
多
数
対
象
に
し
て
、
か
つ
、
そ
の
資
料
を

出
来
る
限
り
収
集
し
て
行
っ
た
実
証
的
な
研
究
は
殆
ど
無
く
、
ま
た
、
陪
審

裁
判
の
実
際
に
関
す
る
研
究
は
、
現
行
の
裁
判
員
制
度
を
考
え
る
に
当
た
り
、

参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
本
稿
が
契
機
と
な
っ
て
、
各
地
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
各
地
で
行
わ
れ
た

陪
審
公
判
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
注
１
）　
広
島
控
訴
院
管
内
の
陪
審
裁
判
は
、
広
島
修
道
大
学
「
明
治
期
の
法
と
裁

判
」
研
究
会
を
構
成
す
る
、
次
の
メ
ン
バ
ー
と
共
同
で
調
査
・
研
究
を
行
っ

て
い
る
。
加
藤
高
広
島
修
道
大
学
名
誉
教
授
（
民
法
）、
紺
谷
浩
司
西
南
学
院

大
学
法
科
大
学
院
教
授
（
広
島
大
学
名
誉
教
授
、
民
事
訴
訟
法
）、
矢
野
達
雄

広
島
修
道
大
学
法
学
部
教
授
（
日
本
法
制
史
）、
居
石
正
和
島
根
大
学
法
文

学
部
教
授
（
日
本
法
制
史
）、
緑
大
輔
愛
知
大
学
法
学
部
准
教
授
（
刑
事
法
）、

山
崎
俊
恵
広
島
修
道
大
学
法
学
部
准
教
授
（
刑
事
訴
訟
法
）

（
注
２
）　
本
稿
は
、
平
成
　
年
４
月
　
日
、
九
州
大
学
医
学
部
百
年
講
堂
に
お
い
て

２１

１９

開
催
さ
れ
た
、
法
制
史
学
会
第
　
回
総
会
に
お
け
る
研
究
報
告
「
裁
判
所
所

６１

蔵
文
書
か
ら
見
る
戦
前
期
司
法
の
諸
相
─ 
─
広
島
控
訴
院
管
内
を
中
心

に
─
─
」（
報
告
者
、
矢
野
達
雄
・
加
藤
高
・
増
田
修
・
居
石
正
和
）
の
内
、

増
田
修
「
広
島
・
山
口
の
陪
審
裁
判
」
と
題
す
る
報
告
の
レ
ジ
ュ
メ
を
基
に
執

筆
し
た
、「
広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
陪
審
裁
判
─
─
陪
審
公
判
を
復
元
す

る
資
料
を
探
し
求
め
て
─
─
」（『
会
報
』
第
　
号
、
広
島
弁
護
士
会
・
二
〇

８７

〇
九
年
八
月
）
を
大
幅
に
増
補
・
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
概

要
は
、『
法
制
史
研
究
』
第
　
号
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

６０

２
　
広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
年
度
別
・
裁
判
所
別

陪
審
公
判
一
覧
表

　
陪
審
法
は
、
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
一
〇
月
一
日
施
行
さ
れ
、
昭
和
一
八

（
一
九
四
三
）
年
四
月
一
日
施
行
停
止
に
な
る
ま
で
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
間
、

陪
審
事
件
受
理
総
件
数
二
五
、
一
九
二
件
中
、
四
八
四
件
（
更
新
二
四
件
を
含

む
）
が
陪
審
の
評
議
に
付
さ
れ
た
。
広
島
控
訴
院
管
内
で
陪
審
の
評
議
に
付

さ
れ
た
事
件
は
、
左
記
「
年
度
別
・
裁
判
所
別
陪
審
公
判
一
覧
表
」
の
通
り

で
あ
る
。

　
陪
審
の
評
議
に
付
さ
れ
た
事
件
は
、「
陪
審
公
判
始
末
簿
」
が
現
在
で
も
各

地
方
裁
判
所
に
保
存
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
被
告
人
氏
名
・
判
決
年
月

日
・
公
訴
罪
名
な
ど
が
判
明
す
る
の
で
、「
陪
審
公
判
始
末
簿
」
を
最
初
に
調

査
で
き
れ
ば
、
そ
の
陪
審
公
判
に
関
す
る
新
聞
記
事
、
刑
事
判
決
書
な
ど
を

収
集
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
ま
ず
、
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地
元
の
新
聞
紙
面
を
逐
一
調
査
し
て
、
陪
審
公
判
の
記
事
を
探
索
す
る
必
要

が
あ
る
。

年
度
別
・
裁
判
所
別
陪
審
公
判
一
覧
表

昭
　
和

種
　
別

広
島
地
裁

山
口
地
裁

岡
山
地
裁

鳥
取
地
裁

松
江
地
裁

松
山
地
裁

合
　
計

（
注
１
）　「
年
度
別
・
裁
判
所
別
陪
審
公
判
一
覧
表
」
は
、「
陪
審
法
ノ
停
止
ニ
関
ス
ル
法
律
ヲ
定
ム
」（『
公
文
類
聚
』
第
　
編
・
昭
和
　
年
・
第
　
巻
・
司
法
３
・
刑
事
。
国
立
公

６７

１８

１２７

文
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
閲
覧
可
能
）
の
添
付
書
類
「
陪
審
事
件
関
係
諸
表
（
昭
和
　
年
　
月
１
日
現
在
調
）」
中
の
「（
二
）
陪
審
法
施
行
以
来
陪
審
ノ
評
議
ニ

１７

１２

付
シ
タ
ル
総
件
数
表
（
以
下
、「
総
件
数
表
」
と
い
う
）」
を
基
礎
に
し
て
作
成
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
総
件
数
表
」
は
、
正
確
で
は
な
い
部
分
も
あ
り
、
他
の
資
料
に
よ

り
検
証
・
補
訂
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
注
２
）　「
年
度
別
・
裁
判
所
別
陪
審
公
判
一
覧
表
」
は
、
昭
和
　
年
・
昭
和
　
年
～
昭
和
　
年
は
、
広
島
控
訴
院
管
内
で
は
、
陪
審
に
付
さ
れ
た
事
件
が
な
い
の
で
省
略
し
た
。
ま

１０

１２

１８

た
、
請
求
陪
審
（
陪
審
法
第
３
条
）・
更
新
（
同
法
第
　
条
）
が
な
い
年
は
、「
請
求
」
欄
・「
更
新
」
欄
を
省
略
し
た
。「
法
定
」
欄
は
、
法
定
陪
審
事
件
（
同
法
第
２
条
）

９５

で
あ
る
。

（
注
３
）　
鳥
取
地
裁
の
昭
和
４
年
は
、
前
掲
「
総
件
数
表
」
で
は
「
法
定
１
」
と
な
っ
て
い
た
が
、「
自
昭
和
３
年
　
月
至
昭
和
６
年
９
月
満
３
年
間
陪
審
事
件
公
判
結
果
一
覧
表
」・

１０

３
年

法
定２１３

４
年

法
定５４７２２　２０

請
求１１

５
年

法
定１３２２８

６
年

法
定２２１１２８

更
新１１

７
年

法
定１１１１２６

更
新１１

８
年

法
定１１２４

９
年

法
定１１１３

　
年
１１法

定１１

合
　
　
　
計

法
定　１１　１２　１３７４６　５３

請
求１１

更
新１１２

計　１１　１２　１３９５６　５６
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表

　
こ
れ
ま
で
に
調
査
・
収
集
し
た
資
料
に
よ
り
、
広
島
控
訴
院
管
内
の
広
島
、

山
口
、
岡
山
、
鳥
取
、
松
江
、
松
山
の
六
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
行
わ
れ
た

陪
審
公
判
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
左
記
「
陪
審
公
判
結
果
一
覧
表
」
の
通

り
で
あ
る
。

（
注
）　
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
た
陪
審
裁
判
に
関
す
る
資
料
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
い

ず
れ
も
、
国
立
情
報
学
研
究
所
の
ウ
エ
ブ
・
サ
イ
ト
「
論
文
情
報
ナ
ビ
ゲ
ー
タ

（C
iN
ii

 
  
  
）」
に
お
い
て
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
①
緑
大
輔
・
増
田
修
・
加
藤
高
・
紺
谷
浩
司
・
共
編
「
広
島
に
お
け
る
陪
審
裁

判
─
─
昭
和
初
期
の
芸
備
日
日
新
聞
・
中
国
新
聞
の
報
道
な
ら
び
に
刑
事
判

決
原
本
を
中
心
に
し
て
見
る
陪
審
裁
判
─
─
」（『
修
道
法
学
』
第
　
巻
第
２

２９

号
、
二
〇
〇
七
年
二
月
）

「
自
昭
和
３
年
　
月
至
昭
和
６
年
９
月
各
庁
別
陪
審
事
件
調
査
」・「
自
昭
和
３
年
　
月
１
日
至
昭
和
５
年
　
月
末
日
法
定
陪
審
事
件
数
」（『
法
曹
会
雑
誌
』
第
　
巻
第
１
号
、

１０

１０

１２

１０

一
九
三
二
年
一
月
）
お
よ
び
新
聞
報
道
に
よ
り
、「
法
定
２
」、「
請
求
１
」
に
改
め
た
。
ま
た
、
瀧
川
幸
辰
「
陪
審
法
」（『
新
法
学
全
集
』
第
　
巻
、
日
本
評
論
社
・
一
九
三

２０

八
年
一
〇
月
。
後
に
、『
瀧
川
幸
辰
刑
法
著
作
集
』
第
３
巻
、
世
界
思
想
社
・
一
九
八
一
年
八
月
に
収
録
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
陪
審
法
施
行
以
来
陪
審
公
判
開
廷
総
件
数
（
昭

和
　
年
４
月
ま
で
）」（
　
頁
）
も
、「
法
定
２
」、「
請
求
１
」
と
な
っ
て
い
る
。

１１

４８

（
注
４
）　
松
江
地
裁
の
昭
和
７
年
「
更
新
１
」
は
、
前
掲
「
総
件
数
表
」
で
は
、
松
山
地
裁
の
項
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
松
山
地
裁
は
合
計
欄
に
「
更
新
１
」
の
記
載
は

な
い
の
で
、
隣
の
欄
の
松
江
地
裁
（
合
計
欄
に
「
更
新
１
」
と
あ
る
）
に
記
載
す
る
の
を
、
誤
記
し
た
と
思
わ
れ
る
。
瀧
川
前
掲
「
陪
審
法
」
で
も
、
昭
和
７
年
の
「
更
新

１
」
は
松
江
地
裁
の
項
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
松
山
地
裁
の
項
に
は
更
新
の
記
載
は
な
い
。
ま
た
、
新
聞
報
道
で
も
、
松
江
地
裁
に
は
更
新
が
１
件
あ
り
、
松
山
地
裁
に
は

更
新
は
見
出
せ
な
い
。

（
注
５
）　
松
江
地
裁
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
総
件
数
表
」
で
は
、
昭
和
７
年
欄
は
「
法
定
２
」
と
な
っ
て
お
り
、
合
計
欄
は
「
計
６
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
第
　
刑
事
統
計

５８

年
報
（
昭
和
７
年
）』（
司
法
省
刑
事
課
・
一
九
三
四
年
三
月
。　
頁
～
　
頁
）
お
よ
び
新
聞
報
道
で
は
、
昭
和
７
年
は
「
法
定
１
」
で
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
改
め
た
。

３２８

３２９

し
た
が
っ
て
、「
合
計
」
欄
は
「
法
定
４
、
更
新
１
、
計
５
」
と
な
る
。

（
注
６
）　「
自
昭
和
３
年
　
月
至
昭
和
４
年
６
月
全
国
陪
審
公
判
結
果
一
覧
表
」（『
法
曹
会
雑
誌
』
第
７
卷
第
　
号
、
一
九
二
九
年
一
〇
月
）
に
は
、
各
地
の
陪
審
裁
判
の
公
判
期
日
、

１０

１０

公
訴
罪
名
、
被
告
人
名
、
判
決
罪
名
・
刑
期
、
上
告
の
有
無
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
初
期
の
陪
審
公
判
を
検
索
す
る
に
際
し
て
参
考
に
な
る
。

（
注
７
）　
陪
審
裁
判
に
つ
い
て
調
査
を
開
始
し
た
と
き
、
広
島
地
裁
に
は
陪
審
公
判
始
末
簿
は
保
存
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
広
島
弁
護
士
会
沿
革
誌
　
明
治
・
大
正
・
昭
和
戦
前
編
」（『
修

道
法
学
』
に
連
載
中
）
を
編
集
す
る
た
め
に
も
、
芸
備
日
日
新
聞
お
よ
び
中
国
新
聞
の
現
存
す
る
紙
面
を
総
て
調
査
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。



広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
陪
審
裁
判 

七
四
七
（
　
　
　
）

一
六
五

　
②
緑
大
輔
・
増
田
修
・
加
藤
高
・
紺
谷
浩
司
・
共
編
「
広
島
に
お
け
る
陪
審
裁

判
（
２
） ─
─
昭
和
初
期
の
芸
備
日
日
新
聞
・
中
国
新
聞
の
報
道
な
ら
び
に
刑

事
判
決
原
本
を
中
心
に
し
て
見
る
陪
審
裁
判
─ 
─
」（『
修
道
法
学
』
第
　
巻
３０

第
１
号
・
二
〇
〇
七
年
九
月
）

　
③
加
藤
高
・
紺
谷
浩
司
・
増
田
修
・
矢
野
達
雄
・
共
編
「
山
口
に
お
け
る
陪
審

裁
判
（
１
） ─
─
予
審
終
結
決
定
書
・
陪
審
公
判
始
末
簿
お
よ
び
刑
事
判
決
書

を
中
心
に
見
る
陪
審
裁
判
─
─
」（『
修
道
法
学
』
第
　
巻
第
１
号
・
二
〇
〇

３１

八
年
九
月
）

　
④
加
藤
高
・
紺
谷
浩
司
・
増
田
修
・
矢
野
達
雄
・
共
編
「
山
口
に
お
け
る
陪
審

裁
判
（
２
） ─ 
─
防
長
新
聞
・
関
門
日
日
新
聞
お
よ
び
馬
関
毎
日
新
聞
を
中
心

に
見
る
陪
審
裁
判
─
─
」（『
修
道
法
学
』
第
　
巻
第
１
号
・
二
〇
〇
九
年
九

３２

月
）

　
⑤
加
藤
高
・
紺
谷
浩
司
・
増
田
修
・
矢
野
達
雄
・
共
編
「
岡
山
に
お
け
る
陪
審

裁
判
─
─
陪
審
公
判
始
末
簿
・
説
示
・
問
書
な
ら
び
に
新
聞
報
道
を
を
中
心

に
見
る
陪
審
裁
判
─ 
─
」（『
修
道
法
学
』
第
　
巻
第
１
号
・
二
〇
一
〇
年
九

３３

月
）

　
⑥
居
石
正
和
・
加
藤
高
・
紺
谷
浩
司
・
増
田
修
・
矢
野
達
雄
・
共
編
「
松
江
に

お
け
る
陪
審
裁
判
─
─
陪
審
公
判
始
末
簿
・
刑
事
判
決
書
な
ら
び
に
松
陽
新

報
・
山
陰
新
聞
の
報
道
を
中
心
に
見
る
陪
審
裁
判
─ 
─
」（『
修
道
法
学
』
第

　
巻
第
２
号
・
二
〇
一
一
年
二
月
）

３３

⑴
　
広
島
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
陪
審
公
判
結
果
一
覧
表

①②③

判
　
決
　
日

昭
和
３
年
　
月
　
日

１１

２３

昭
和
３
年
　
月
　
日

１１

３０

昭
和
４
年
２
月
　
日
２０

公
　
訴
　
罪
　
名

殺
人
未
遂

窃
盗
殺
人

殺
人

判
　
決
（
求
　
刑
）

傷
害
　
懲
役
１
年

（
懲
役
１
年
６
月
）

窃
盗
殺
人
　
懲
役
８
年

（
懲
役
８
年
）

殺
人
　
懲
役
　
年
１３

（
懲
役
　
年
）

１５

非
現
住
建
造
物
放
火
未
遂

被
告
人
（
年
齢
）

Ｓ
Ｔ
武
夫

（
　
）
１９

Ｎ
Ｉ
義
一

（
　
）
３６

Ｎ
Ｍ
岩
吉

（
　
）
５１

裁
　
判
　
官

宮
脇
幸
治

河
邊
義
一

本
田
　
等

宮
脇
幸
治

河
邊
義
一

本
田
　
等

宮
脇
幸
治

河
邊
義
一

本
田
　
等

宮
脇
幸
治

検
　
察
　
官

樫
田
忠
美

樫
田
忠
美

樫
田
忠
美

弁
　
護
　
人

石
川
正
義

森
保
祐
昌

秦
　
良
一

田
坂
戒
三

林
飛
隆
善



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
二
号 

七
四
八
（
　
　
　
）

一
六
六

④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪（
注
１
）　
②
③
⑪
事
件
は
上
告
、
②
事
件
（
弁
護
人
森
保
祐
昌
・
秦
良
一
）
は
昭
和
４
年
５
月
３
日
破
毀
（
併
合
罪
の
適
用
を
失
当
と
し
、
観
念
的
競
合
と
認
定
）・
自
判
（
懲
役
８

昭
和
４
年
３
月
　
日
１８

昭
和
４
年
４
月
　
日
２７

昭
和
４
年
６
月
５
日

昭
和
４
年
７
月
　
日
３０

昭
和
５
年
５
月
　
日
１９

昭
和
６
年
３
月
　
日
１６

昭
和
６
年
３
月
　
日
２８

昭
和
９
年
３
月
　
日
１６

現
住
建
造
物
放
火
未
遂

放
火

強
盗
傷
害

殺
人
未
遂

殺
人
未
遂

殺
人

殺
人

放
火

懲
役
２
年

（
懲
役
３
年
）

無
罪

強
盗
傷
害

懲
役
３
年
６
月

（
懲
役
３
年
６
月
）

殺
人
未
遂
　
懲
役
３
年

（
懲
役
４
年
）

傷
害
　
懲
役
１
年

（
懲
役
２
年
）

傷
害
致
死
　
懲
役
４
年

（
懲
役
７
年
）

傷
害
致
死
　
懲
役
５
年

（
懲
役
７
年
）

放
火
　
懲
役
　
年
１２

未
決
勾
留
　
日
算
入

６０

（
懲
役
　
年
）

１５

Ｓ
Ｔ
セ
ツ

（
　
）
４７

Ｏ
Ｔ
秀
雄

（
　
）
２１

Ｈ
Ｙ
金
作

（
　
）
１９

Ｍ
Ｏ
好
一

（
　
）
２７

Ｏ
Ｚ
ミ
ツ
コ（
　
）
２２

Ｎ
Ｍ
豐
三
郎（
　
）
３９

Ｎ
Ｇ
長
造

（
　
）
３０

Ｍ
Ｉ
雅
留

（
　
）
２９

河
邊
義
一

髙
林
茂
男

宮
脇
幸
治

河
邊
義
一

髙
林
茂
男

宮
脇
幸
治

河
邊
義
一

髙
林
茂
男

宮
脇
幸
治

本
田
　
等

髙
林
茂
男

小
玉
平
太
郎

酒
巻
良
一

髙
林
茂
男

小
玉
平
太
郎

數
馬
伊
三
郎

髙
林
茂
男

小
玉
平
太
郎

梅
原
松
次
郎

髙
林
茂
男

福
田
豐
市

辻
富
太
郎

近
藤
完
爾

樫
田
忠
美

樫
田
忠
美

樫
田
忠
美

樫
田
忠
美

樫
田
忠
美

樫
田
忠
美

樫
田
忠
美

和
田
順
之

江
藤
直
作

中
場
彌
太
郎

永
井
　
貢

中
場
彌
太
郎

米
田
規
矩
馬

森
保
祐
昌

秦
　
良
一

森
保
祐
昌

水
田
謙
一

高
橋
武
夫



広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
陪
審
裁
判 

七
四
九
（
　
　
　
）

一
六
七

⑵
　
山
口
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
陪
審
公
判
結
果
一
覧
表

年
）、
③
事
件
は
昭
和
４
年
５
月
　
日
上
告
棄
却
、
⑪
事
件
（
弁
護
人
高
橋
武
夫
・
三
浦
強
一
）
は
昭
和
９
年
６
月
　
日
上
告
棄
却
。

２２

１４

（
注
２
）　
②
事
件
の
窃
盗
は
、
請
求
陪
審
で
あ
っ
た
の
で
、
判
決
に
お
い
て
陪
審
費
用
の
三
分
の
一
は
被
告
人
の
負
担
と
さ
れ
た
。

①②③④⑤⑥

判
　
決
　
日

昭
和
４
年
２
月
　
日
１６

昭
和
４
年
７
月
　
日
１８

昭
和
４
年
　
月
　
日

１１

１３

昭
和
４
年
　
月
　
日

１１

２１

昭
和
５
年
３
月
　
日
１９

昭
和
５
年
５
月
　
日
１０

公
　
訴
　
罪
　
名

尊
属
傷
害
致
死

放
火
・
放
火
未
遂

強
姦
致
傷

放
火

強
盗
強
姦

放
火

判
　
決
（
求
　
刑
）

傷
害
　
懲
役
２
年

（
懲
役
２
年
）

放
火
　
無
罪

放
火
未
遂
　
懲
役
４
年

（
懲
役
７
年
）

猥
褻
　
公
訴
棄
却

放
火
未
遂

懲
役
２
年
６
月

（
懲
役
３
年
）

無
罪

放
火
　
懲
役
７
年

（
懲
役
７
年
）

被
告
人
（
年
齢
）

Ｋ
Ｔ
清
吉

（
　
）
２９

Ｍ
Ｓ
峰
雄

（
　
）
２８

Ｈ
　
勘
一

（
　
）
３０

Ｙ
Ｕ
鶴
作

（
　
）
２７

Ｓ
Ｉ
久
槌

（
　
）
２４

Ｈ
Ｄ
哲
雄

（
　
）
４６

裁
　
判
　
官

矢
崎
憲
明

小
玉
平
太
郎

木
村
幾
太

小
玉
平
太
郎

木
村
幾
太

和
田
仁
四
郎

矢
崎
憲
明

木
村
幾
太

和
田
仁
四
郎

矢
崎
憲
明

竹
内
勇
平

木
村
幾
太

竹
内
勇
平

木
村
幾
太

（
陪
席
１
名
は
不
明
）

竹
内
勇
平

木
村
幾
太

和
田
仁
四
郎

検
　
察
　
官

杉
本
時
三
郎

相
原
守
正

杉
本
時
三
郎

杉
本
時
三
郎

帯
刀
吉
五
郎

田
口
　
環

弁
　
護
　
人

千
々
松
安
太
郎

千
々
松
秀
二

中
村
了
詮

小
河
虎
彦

吉
田
　
助

小
河
虎
彦

田
崎
慶
一

松
野
衛
一

渡
邊
信
男



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
二
号 

七
五
〇
（
　
　
　
）

一
六
八

⑦⑧⑨⑩⑪⑫（
注
１
）　
②
⑨
⑩
⑪
事
件
は
上
告
、
②
事
件
（
弁
護
人
山
田
善
之
助
・
中
村
了
詮
）
は
昭
和
４
年
　
月
　
日
上
告
棄
却
、
⑨
事
件
（
弁
護
人
小
河
虎
彦
・
森
下
良
三
・
桑
原
髙
治
）

１０

２９

は
昭
和
６
年
　
月
　
日
上
告
棄
却
、
⑩
事
件
（
弁
護
人
沼
井
秀
男
・
内
田
清
吉
・
海
輪
利
吉
郎
）
は
昭
和
７
年
４
月
　
日
上
告
棄
却
、
⑪
事
件
（
弁
護
人
武
田
英
仁
）
は
昭

１１

１０

２２

昭
和
５
年
　
月
　
日

１２

１１

昭
和
６
年
５
月
　
日
２８

昭
和
６
年
７
月
　
日
１４

昭
和
７
年
１
月
　
日
２０

昭
和
８
年
４
月
　
日
１１

昭
和
９
年
　
月
　
日

１０

３１

殺
人
未
遂

強
盗
殺
人

尊
属
殺
人

強
盗
殺
人

放
火
未
遂

殺
人
教
唆

死
体
遺
棄
教
唆

殺
人
未
遂
　
懲
役
３
年

（
懲
役
５
年
）

無
罪

尊
属
殺
人
　
懲
役
７
年

（
無
期
懲
役
）

強
盗
殺
人
　
無
期
懲
役

（
無
期
懲
役
）

放
火
未
遂
　
懲
役
３
年

（
懲
役
４
年
）

殺
人
幇
助
　
懲
役
３
年

未
決
勾
留
　
日
算
入

１２０

（
懲
役
５
年
）

死
体
遺
棄
教
唆

懲
役
３
月
（
懲
役
３
月
）

未
決
勾
留
　
日
算
入

３０

Ｓ
Ｄ
一
雄

（
　
）
３６

Ｙ
Ｙ
音
松

（
　
）
３５

Ｆ
Ｍ
勘
一

（
　
）
４１

Ａ
Ｍ
鶴
千
代

（
　
・
男
）

５１

Ｙ
Ｄ
一
藏

（
　
）
５３

Ｔ
Ｂ
ハ
ル

（
　
）
６２

矢
崎
憲
明

竹
内
勇
平

星
野
武
雄

竹
内
勇
平

吉
田
正
之

由
井
健
之
助

竹
内
勇
平

吉
田
正
之

由
井
健
之
助

竹
内
勇
平

吉
田
正
之

由
井
健
之
助

山
崎
勝
吉

辻
富
太
郎

由
井
健
之
助

江
本
清
平

石
丸
友
二
郎

由
井
健
之
助

瀧
石
政
治
郎

帯
刀
吉
五
郎

松
野
甚
之
助

加
藤
成
正

松
野
甚
之
助

榊
原
芳
夫

千
々
松
秀
二

三
原
　
鼎

小
河
虎
彦

小
河
虎
彦

千
々
松
安
太
郎

小
河
虎
彦

弘
中
武
一



広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
陪
審
裁
判 

七
五
一
（
　
　
　
）

一
六
九

⑶
　
岡
山
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
陪
審
公
判
結
果
一
覧
表

和
８
年
７
月
８
日
上
告
棄
却
。

（
注
２
）　
②
事
件
に
つ
い
て
は
、
放
火
は
「
然
ら
ず
」
で
無
罪
、
放
火
未
遂
が
「
然
り
」
と
答
申
さ
れ
た
。

（
注
３
）　
③
事
件
は
、「
主
問
」
強
姦
致
傷
は
「
然
ら
ず
」、「
補
問
」
猥
褻
に
つ
い
て
「
然
り
」
で
あ
っ
た
。
猥
褻
罪
は
、
告
訴
を
待
っ
て
受
理
す
べ
き
事
件
な
の
で
、
公
訴
棄
却
と

な
っ
た
。

（
注
４
）　
⑫
事
件
の
死
体
遺
棄
教
唆
事
件
は
、
請
求
陪
審
事
件
で
あ
る
が
請
求
が
な
か
っ
た
の
で
、
陪
審
公
判
で
あ
る
殺
人
教
唆
事
件
の
判
決
に
引
続
い
て
、
通
常
裁
判
で
審
理
さ

れ
た
。
な
お
、
殺
人
・
死
体
遺
棄
の
実
行
犯
で
あ
る
Ｕ
Ｙ
強
助
は
、
自
白
し
た
の
で
通
常
裁
判
に
よ
り
、
昭
和
９
年
　
月
９
日
、
懲
役
　
年
（
未
決
勾
留
　
日
算
入
）
の
判

１１

１０

１８０

決
を
受
け
た
。

①②③④

判
　
決
　
日

昭
和
３
年
　
月
　
日

１１

１９

昭
和
４
年
２
月
　
日
２１

昭
和
４
年
３
月
　
日
１１

昭
和
４
年
３
月
　
日
２０

公
　
訴
　
罪
　
名

殺
人
（
嬰
児
）

殺
人
未
遂

放
火
未
遂

殺
人
未
遂

判
　
決
（
求
　
刑
）

殺
人
　
懲
役
１
年
６
月

３
年
間
執
行
猶
予

（
懲
役
１
年
６
月
）

殺
人
未
遂
　
懲
役
３
年

未
決
勾
留
　
日
算
入

３０

（
懲
役
３
年
）

放
火
未
遂
　
懲
役
２
年

３
年
間
執
行
猶
予

（
懲
役
５
年
）

傷
害
　
懲
役
８
月
（
懲
役
８
月
）

未
決
勾
留
　
日
算
入

５０

３
年
間
執
行
猶
予

被
告
人
（
年
齢
）

Ｙ
Ｓ
コ
マ
キ（
　
）
３６

Ａ
Ｋ
義
茂

（
　
）
３６

Ｋ
Ｂ
治
夫

（
　
）
４０

Ｎ
Ｄ
　
廣

（
　
）
３４

裁
　
判
　
官

鹿
島
鶴
之
助

鈴
木
喜
市

大
井
尚
俊

菅
波
鶴
雄

佐
伯
顯
二

（
陪
席
１
名
は
不
明
）

森
　
　
榮

佐
伯
顯
二

（
陪
席
１
名
は
不
明
）

鹿
島
鶴
之
助

大
井
尚
俊

（
陪
席
１
名
は
不
明
）

検
　
察
　
官

小
澤
八
十
十

長
本
元
男

小
澤
八
十
十

小
澤
八
十
十

佐
伯
　
清

弁
　
護
　
人

家
本
爲
一

岡
本
佐
市

波
多
野
隆
助

小
山
美
登
四

森
　
眞
六

田
村
常
造



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
二
号 

七
五
二
（
　
　
　
）

一
七
〇

⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫

昭
和
４
年
３
月
　
日
２９

昭
和
４
年
７
月
　
日
１８

昭
和
４
年
９
月
　
日
２８

昭
和
４
年
　
月
７
日

１１

昭
和
５
年
７
月
３
日

昭
和
５
年
７
月
　
日
１８

昭
和
６
年
２
月
　
日
１０

昭
和
７
年
３
月
　
日
１２

放
火
未
遂

殺
人
（
嬰
児
）

殺
人
・
殺
人
未
遂

放
火
未
遂

殺
人
未
遂

殺
人
未
遂

殺
人

放
火
・
殺
人

放
火
未
遂
（
懲
役
３
年
）

懲
役
１
年
６
月

未
決
勾
留
　
日
算
入

６０

過
失
致
死
　
罰
金
　
円
５０

（
罰
金
　
円
）

５０

殺
人
・
殺
人
未
遂

懲
役
７
年

（
懲
役
７
年
）

放
火
未
遂
（
懲
役
３
年
）

懲
役
２
年
６
月

未
決
勾
留
　
日
算
入

６０

傷
害
　
罰
金
　
円
３０

（
懲
役
６
月
）

殺
人
未
遂
　
懲
役
４
年

未
決
勾
留
　
日
算
入

６０

（
懲
役
４
年
）

殺
人
　
懲
役
８
年

未
決
勾
留
　
日
算
入

１５０

（
懲
役
８
年
）

放
火
・
殺
人

懲
役
５
年
（
懲
役
　
年
）

１０

未
決
勾
留
　
日
算
入

３０

Ｋ
Ｄ
ま
津

（
　
）
２５

Ｉ
Ｄ
キ
ミ

（
　
）
３７

Ｙ
Ｓ
貫
一

（
　
）
２７

Ｋ
Ｍ
信
七

（
　
）
４３

Ｓ
Ｔ
孫
一

（
　
）
４８

Ｎ
Ｉ
末
吉

（
　
）
４３

Ｍ
Ｋ
米
一

（
　
）
２４

Ｋ
Ｙ
森
太

（
　
）
５５

鹿
島
鶴
之
助

鈴
木
喜
市

（
陪
席
１
名
は
不
明
）

菅
波
鶴
雄

田
上
哲
二

（
陪
席
１
名
は
不
明
）

菅
波
鶴
雄

佐
伯
顯
二

（
陪
席
１
名
は
不
明
）

鹿
島
鶴
之
助

大
井
尚
俊

（
陪
席
１
名
は
不
明
）

鹿
島
鶴
之
助

本
田
　
等

（
陪
席
１
名
は
不
明
）

鹿
島
鶴
之
助

中
澤
直
吉

（
陪
席
１
名
は
不
明
）

鹿
島
鶴
之
助

中
澤
直
吉

（
陪
席
１
名
は
不
明
）

高
橋
淺
太
郎

中
澤
直
吉

（
陪
席
１
名
は
不
明
）

小
澤
八
十
十

小
澤
八
十
十

小
澤
八
十
十

長
本
元
男

長
本
元
男

小
澤
八
十
十

小
澤
八
十
十

児
玉
庄
藏

平
尾
賢
治

香
山
親
雅

佐
藤
三
郎

吉
田
輝
彦

山
村
利
宰
平

赤
堀
龜
雄

團
藤
安
夫

栗
山
精
一

山
村
利
宰
平



広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
陪
審
裁
判 

七
五
三
（
　
　
　
）

一
七
一

⑷
　
鳥
取
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
陪
審
裁
判

⑬（
注
１
）　
③
事
件
の
立
会
検
事
は
小
澤
で
あ
る
が
、
同
人
が
病
気
に
な
っ
た
の
で
、
論
告
・
求
刑
は
佐
伯
検
事
が
立
会
し
た
。

（
注
２
）　
⑤
⑫
⑬
事
件
は
上
告
し
た
が
、
⑤
事
件
（
弁
護
人
森
眞
六
、
古
味
龜
）
は
昭
和
４
年
６
月
　
日
、
⑫
事
件
（
弁
護
人
津
久
井
利
行
、
山
村
利
宰
平
）
は
昭
和
７
年
６
月
　

１３

２０

日
、
⑬
事
件
は
昭
和
９
年
４
月
　
日
、
そ
れ
ぞ
れ
上
告
を
棄
却
さ
れ
た
。

１６

昭
和
９
年
１
月
　
日
１７

殺
人
未
遂

暴
力
行
為
等
処
罰
ニ
関
ス

ル
法
律
違
反

懲
役
　
月
（
懲
役
１
年
）

１０

未
決
勾
留
　
日
算
入

１５０

Ｓ
Ｍ
堅
一

（
　
）
４０

小
林
右
太
郎

中
澤
直
吉

（
陪
席
１
名
は
不
明
）

児
玉
庄
藏

山
村
利
宰
平

小
山
美
登
四

岡
田
豐
太
郎

①②③

判
　
決
　
日

昭
和
４
年
６
月
　
日
２４

昭
和
４
年
９
月
　
日
２８

昭
和
４
年
　
月
　
日

１１

１４

昭
和
４
年
　
月
　
日

１１

１５

公
　
訴
　
罪
　
名

放
火
未
遂

建
造
物
等
以
外
放
火

殺
人
未
遂

爆
発
物
取
締
罰
則
違
反

脅
迫

放
火
・
詐
欺

判
　
決
（
求
　
刑
）

器
物
損
壊
　
公
訴
棄
却

器
物
損
壊
　
公
訴
棄
却

殺
人
未
遂

爆
発
物
取
締
罰
則
違
反

懲
役
８
年
（
懲
役
　
年
）

１０

脅
迫
　
懲
役
６
月
（
懲
役
６
月
）

放
火
・
詐
欺

懲
役
　
年
（
懲
役
　
年
）

１０

１０

被
告
人
（
年
齢
）

Ｋ
Ｎ
隆
晃

（
　
）
２８

Ｍ
Ｓ
力
藏

（
　
）
３３

Ｍ
Ｈ
治
太
郎（
　
）
４２

Ｔ
Ｂ
金
太
郎

裁
　
判
　
官

篠
田
嘉
一
郎

阿
部
久
治

桑
山
榮
吉

篠
田
嘉
一
郎

阿
部
久
治

小
久
保
義
憲

阿
部
久
治

小
久
保
義
憲

有
地
平
三

阿
部
久
治

検
　
察
　
官

谷
田
勝
之
助

松
野
平
一

戸
塚
眞
一

弁
　
護
　
人

君
野
順
三

伊
墻
增
藏

寺
崎
勝
治

伊
墻
增
藏

小
山
　
晋

藪
中
　
隆



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
二
号 

七
五
四
（
　
　
　
）

一
七
二

④⑤⑥⑦⑧⑨（
注
１
）　
①
事
件
は
、
主
問
「
建
物
を
焼
燬
す
る
こ
と
に
気
付
き
な
が
ら
、
畳
と
座
布
団
と
の
間
に
炭
火
を
置
い
た
が
、
建
物
を
焼
燬
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
か
」、
補
問
「
炭

火
を
以
て
畳
と
座
布
団
の
一
部
を
焼
損
し
た
も
の
か
」
に
対
し
、
陪
審
員
は
、
主
問
に
「
然
ら
ず
」、
補
問
に
「
然
り
」
と
答
申
し
た
。
器
物
損
壊
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
が

告
訴
を
取
り
下
げ
、
公
訴
棄
却
と
な
っ
た
。

（
注
２
）　
②
事
件
は
、
請
求
陪
審
事
件
（
陪
審
法
第
３
条
）
で
あ
る
。
主
問
「
火
鉢
を
足
蹴
に
し
て
炭
火
を
散
乱
さ
せ
て
、
藁
・
莚
の
一
部
を
焼
燬
し
、
公
共
の
危
険
を
生
じ
さ
せ

た
も
の
か
（
刑
法
第
　
条
）」、
補
問
「
前
項
の
所
為
に
よ
り
、
藁
・
莚
の
一
部
を
焼
損
し
た
も
の
か
」
に
対
し
、
陪
審
員
は
主
問
に
「
然
ら
ず
」、
補
問
に
「
然
り
」
と
答
申

１１０

し
た
。
器
物
損
壊
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
が
告
訴
を
取
り
下
げ
、
公
訴
棄
却
と
な
っ
た
。

（
注
３
）　
③
事
件
の
殺
人
未
遂
・
爆
発
物
取
締
罰
則
違
反
に
つ
い
て
は
上
告
（
弁
護
人
小
山
晋
、
赤
井
幸
夫
）
し
た
が
、
昭
和
５
年
３
月
　
日
上
告
を
棄
却
さ
れ
た
。
③
事
件
の
脅

２０

迫
に
つ
い
て
は
、
陪
審
公
判
に
引
続
い
て
通
常
裁
判
で
審
理
さ
れ
、
無
罪
の
主
張
に
対
し
検
事
か
ら
懲
役
６
ヶ
月
の
求
刑
が
あ
り
、
翌
　
日
に
求
刑
通
り
の
判
決
が
あ
っ
た
。

１５

昭
和
５
年
９
月
　
日
２５

昭
和
５
年
　
月
３
日

１２

昭
和
６
年
　
月
　
日

１０

２９

昭
和
６
年
　
月
７
日

１２

昭
和
７
年
２
月
　
日
１９

昭
和
　
年
　
月
　
日

１１

１１

３０

略
取
誘
拐

放
火

放
火

放
火

放
火

放
火

未
決
勾
留
　
日
算
入

２００

無
罪
（
懲
役
１
年
）

無
罪

放
火
　
懲
役
６
年

未
決
勾
留
　
日
算
入

１５０

（
懲
役
７
年
）

更
新

放
火
　
懲
役
２
年

未
決
勾
留
　
日
算
入

６０

（
懲
役
３
年
）

放
火
　
懲
役
３
年

未
決
勾
留
　
日
算
入

１５０

（
懲
役
５
年
）

（
　
）
３９

Ｎ
Ｔ
幾
次
郎（
　
）
５７

Ｉ
Ｔ
蓑
吉

（
　
）
５７

Ｍ
Ｋ
豐
藏

（
　
）
４２

Ｍ
Ｋ
豐
藏

（
　
）
４２

Ｕ
Ｄ
仙
藏

（
　
）
６０

小
久
保
義
憲

田
中
欣
市

阿
部
久
治

（
陪
席
２
名
は
不
明
）

阿
部
久
治

小
久
保
義
憲

黑
田
俊
一

阿
部
久
治

（
陪
席
２
名
は
不
明
）

阿
部
久
治

小
久
保
義
憲

田
中
欣
市

田
村
圓
平

眞
鍋
正
和

伊
藤
顯
信

相
原
守
正

相
原
守
正

相
原
守
正

相
原
守
正

相
原
守
正

横
山
邦
義

君
野
順
三

君
野
順
三

伊
墻
增
藏

近
藤
守
藏

長
砂
鹿
藏

木
下
義
範

長
砂
鹿
藏

木
下
義
範

中
田
義
正

花
房
多
喜
雄



広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
陪
審
裁
判 

七
五
五
（
　
　
　
）

一
七
三

⑸
　
松
江
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
陪
審
公
判
結
果
一
覧
表

①②③④

判
　
決
　
日

昭
和
６
年
３
月
　
日
２６

昭
和
６
年
８
月
　
日
１１

昭
和
７
年
７
月
　
日
１９

昭
和
７
年
９
月
　
日
１０

公
　
訴
　
罪
　
名

殺
人

殺
人
未
遂

尊
属
殺
人

尊
属
殺
人

判
　
決
（
求
　
刑
）

嘱
託
殺
人
　
懲
役
３
年

（
懲
役
３
年
）

殺
人
未
遂
　
懲
役
２
年

（
懲
役
４
年
）

更
新

尊
属
傷
害
致
死

懲
役
４
年
（
懲
役
５
年
）

被
告
人
（
年
齢
）

Ｓ
Ｊ
諭
鷹

（
　
）
２３

Ａ
Ｄ
タ
ネ

（
　
）
３８

Ｋ
Ｓ
仲
一

（
　
）
３２

Ｋ
Ｓ
仲
一

裁
　
判
　
官

渡
邊
彦
士

森
西
隆
恒

小
松
辰
郎

渡
邊
彦
士

蓮
沼
重
雄

小
松
辰
郎

渡
邊
彦
士

岡
﨑
誠
一

横
山
正
忠

渡
邊
彦
士

森
西
隆
恒

検
　
察
　
官

鍋
島
　
清

山
田
倫
正

山
田
倫
正

山
田
倫
正

弁
　
護
　
人

大
脇
熊
雄

森
脇
忠
一

草
光
義
質

和
田
珍
頼

草
光
義
質

草
光
義
質

脅
迫
に
つ
い
て
は
控
訴
し
た
が
、
昭
和
４
年
　
月
　
日
広
島
控
訴
院
に
お
い
て
懲
役
３
月
に
処
さ
れ
、
上
告
（
弁
護
人
渡
邊
綱
雄
、
赤
井
幸
夫
）
し
た
が
、
昭
和
５
年
３
月

１２

２７

　
日
上
告
を
棄
却
さ
れ
た
。

２０

（
注
４
）　
④
事
件
の
放
火
・
詐
欺
に
つ
い
て
は
上
告
（
弁
護
人
山
崎
今
朝
彌
）
し
た
が
、
大
審
院
は
昭
和
５
年
　
月
　
日
上
告
を
破
毀
（
刑
法
第
　
条
後
段
の
適
用
を
失
当
と
し
、

１２

１２

５４

併
合
罪
と
認
定
）・
自
判
（
懲
役
　
年
・
未
決
勾
留
　
日
算
入
）
し
た
。
④
事
件
の
略
取
誘
拐
に
つ
い
て
は
、
陪
審
公
判
が
始
ま
る
９
月
　
日
よ
り
前
の
９
月
　
日
通
常
裁
判

１０

２００

２２

１５

が
開
か
れ
、
無
罪
の
主
張
に
対
し
、
検
事
か
ら
懲
役
１
年
の
求
刑
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
陪
審
公
判
の
放
火
・
詐
欺
に
つ
い
て
判
決
が
あ
っ
た
の
に
引
き
続
い
て
、
略
取
誘

拐
に
つ
い
て
無
罪
の
判
決
が
あ
っ
た
。

（
注
５
）　
⑦
事
件
は
、
陪
審
員
の
答
申
が
「
然
ら
ず
」
で
あ
っ
た
の
で
、
裁
判
長
は
答
申
を
採
択
せ
ず
（
陪
審
法
第
　
条
）、
再
陪
審
（
⑧
事
件
）
と
な
っ
た
。

９５

（
注
６
）　
⑧
事
件
は
上
告
（
弁
護
人
髙
木
悦
郎
）
し
た
が
、
昭
和
７
年
５
月
　
日
上
告
を
棄
却
さ
れ
た
。

２８



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
二
号 

七
五
六
（
　
　
　
）

一
七
四

⑹
　
松
山
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
陪
審
裁
判

①

判
　
決
　
日

昭
和
４
年
　
月
　
日

１０

３１

公
　
訴
　
罪
　
名

放
火

判
　
決
（
求
　
刑
）

無
罪

被
告
人
（
年
齢
）

Ｍ
Ｋ
金
治

（
　
）
６０

裁
　
判
　
官

小
林
右
太
郎

黑
田
俊
一

荻
原
竹
儀

検
　
察
　
官

帯
刀
吉
五
郎

弁
　
護
　
人

清
家
俊
三

山
本
芳
三
郎

⑤（
注
１
）　
③
事
件
は
、
陪
審
員
の
答
申
が
、「
主
問
」
尊
属
殺
人
、「
補
問
」
尊
属
傷
害
致
死
、
と
も
に
「
然
ら
ず
」
で
あ
っ
た
の
で
、
裁
判
長
は
採
択
せ
ず
（
陪
審
法
第
　
条
）、
再

９５

陪
審
（
④
事
件
）
と
な
っ
た
。

（
注
２
）　
⑤
事
件
は
、
陪
審
公
判
で
あ
る
強
盗
殺
人
に
引
続
い
て
、
非
現
住
建
造
物
放
火
・
死
体
損
壊
は
通
常
裁
判
で
審
理
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
強
盗
殺
人
に
つ
い
て
は
死
刑
を
言

渡
し
、
非
現
住
建
造
物
放
火
の
点
は
刑
法
第
　
条
第
１
項
に
、
死
体
損
壊
の
点
は
同
法
第
　
条
に
各
該
当
す
る
が
、
以
上
は
一
個
の
行
為
に
し
て
数
個
の
罪
名
に
触
れ
る
場

１０９

１９０

合
な
の
で
、
同
法
第
　
条
第
１
項
前
段
第
　
条
に
よ
り
、
重
い
非
現
住
建
造
物
放
火
罪
の
刑
を
以
て
処
断
す
べ
き
と
こ
ろ
、
右
は
強
盗
殺
人
罪
と
同
法
第
　
条
後
段
の
併
合

５４

１０

４５

罪
を
な
す
が
、
右
強
盗
殺
人
罪
に
つ
い
て
死
刑
を
言
渡
し
た
の
で
、
本
件
放
火
罪
に
つ
い
て
は
同
法
第
　
条
第
１
項
に
則
り
、
そ
の
「
刑
を
科
せ
ず
」
と
判
決
し
た
。

４６

（
注
３
）　
⑤
事
件
の
強
盗
殺
人
は
上
告
（
弁
護
人
大
脇
熊
雄
、
吉
田
嘉
平
治
）
し
た
が
、
大
審
院
は
昭
和
８
年
６
月
　
日
上
告
を
棄
却
し
た
。
ま
た
、
⑤
事
件
の
非
現
住
建
造
物
放

２３

火
・
死
体
損
壊
は
控
訴
し
た
が
、
昭
和
８
年
　
月
　
日
、
広
島
控
訴
院
は
控
訴
を
棄
却
し
た
。
そ
し
て
、
上
告
（
弁
護
人
藤
沼
光
、
大
脇
熊
雄
）
し
た
が
、
昭
和
９
年
２
月

１０

１６

２
日
大
審
院
は
上
告
を
棄
却
し
た
。

昭
和
８
年
３
月
　
日
３１

強
盗
殺
人

非
現
住
建
造
物
放
火

死
体
損
壊

未
決
勾
留
　
日
通
算

２００

強
盗
殺
人
　
死
刑
（
死
刑
）

非
現
住
建
造
物
放
火

死
体
損
壊

刑
を
科
せ
ず
（
懲
役
５
年
）

（
　
）
３２

Ｏ
Ｓ
　
忍（　

・
男
）

３５

蓮
沼
重
雄

佐
伯
顯
二

横
山
正
忠

土
田
吾
郎

永
尾
晃
人

和
田
珍
頼

大
脇
熊
雄



広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
陪
審
裁
判 

七
五
七
（
　
　
　
）

一
七
五

４
　
陪
審
公
判
の
復
元
資
料

　
全
国
で
行
わ
れ
た
陪
審
公
判
四
八
四
件
全
部
に
つ
い
て
の
調
査
は
な
さ
れ

て
い
な
い
が
、
全
国
調
査
は
困
難
な
の
で
、
先
ず
広
島
控
訴
院
管
内
の
各
地

方
裁
判
所
に
お
い
て
開
廷
さ
れ
た
、
陪
審
公
判
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
ゝ

し
た
。

②③④⑤⑥（
注
１
）　
②
事
件
は
、
殺
人
に
対
し
て
は
、
主
問
２
「
然
り
」
と
答
申
が
あ
り
、
殺
人
と
認
定
さ
れ
た
。
一
方
、
殺
人
未
遂
は
、
補
問
第
１
が
「
然
り
」
で
傷
害
罪
と
な
り
、
別
問

２
「
被
告
人
の
行
為
は
、
Ｈ
Ｄ
峰
一
及
び
Ｋ
Ｚ
要
吉
の
共
同
の
急
迫
な
る
暴
行
を
さ
け
る
た
め
、
自
己
の
生
命
身
体
を
防
衛
す
る
に
必
要
な
る
限
度
を
超
へ
た
る
も
の
な
る

や
」
に
対
し
「
然
り
」
の
答
申
が
あ
り
、
過
剰
防
衛
と
認
定
さ
れ
た
。

（
注
２
）　
②
事
件
は
、
上
告
（
弁
護
人
宇
和
川
濱
藏
、
左
海
海
隆
、
高
野
金
重
）
し
た
が
、
昭
和
５
年
４
月
８
日
大
審
院
は
上
告
を
棄
却
し
た
。

昭
和
４
年
　
月
　
日

１２

２６

昭
和
７
年
１
月
　
日
２５

昭
和
７
年
３
月
　
日
１９

昭
和
８
年
３
月
　
日
１３

昭
和
８
年
３
月
　
日
２２

殺
人
・
殺
人
未
遂

殺
人
未
遂

尊
属
殺
人
未
遂

放
火

放
火

殺
人
・
傷
害

懲
役
　
年
１０

（
懲
役
　
年
）

１２

傷
害
　
懲
役
３
年

未
決
勾
留
　
日
算
入

９０

（
懲
役
４
年
）

傷
害
　
懲
役
８
月

執
行
猶
予
３
年

（
懲
役
８
月
）

放
火
　
懲
役
７
年

未
決
勾
留
　
日
算
入

１５０

（
懲
役
７
年
）

放
火
　
懲
役
５
年

未
決
勾
留
　
日
算
入

１５０

（
懲
役
６
年
）

Ｕ
Ｔ
Ｍ
覺
善（
　
）
４２

Ａ
Ｓ
　
茂

（
　
）
２２

Ｆ
Ｔ
幸
雄

（
　
）
２６

Ｏ
Ｍ
鬼
義

（
　
）
３１

Ｋ
Ｔ
千
吉

（
　
）
４３

宮
脇
幸
治

森
加
重
登

黑
田
俊
一

宮
脇
幸
治

有
地
平
三

高
松
精
二

宮
脇
幸
治

波
多
野
義
熊

高
松
精
二

宮
脇
幸
治

永
山
嘉
宏

松
村
禎
彦

宮
脇
幸
治

永
山
嘉
宏

松
村
禎
彦

松
井
善
太
郎

松
野
平
一

松
野
平
一

松
野
平
一

松
野
平
一

高
橋
英
吉

佐
藤
義
道

大
隅
吉
廣

佐
海
直
隆

檜
垣
喜
太
郎

井
上
源
一

宇
和
川
濱
藏

宇
和
川
濱
藏



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
二
号 

七
五
八
（
　
　
　
）

一
七
六

　
陪
審
公
判
を
復
元
す
る
資
料
で
現
在
残
っ
て
い
る
も
の
は
、（
１
）
陪
審
公

判
始
末
簿
、（
２
）
予
審
終
結
決
定
書
、（
３
）
陪
審
説
示
集
、（
４
）
問
書
集
、

（
５
）
刑
事
判
決
書
、（
６
）
新
聞
報
道
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
、
出
来
る

限
り
調
査
・
収
集
す
る
よ
う
に
務
め
た
。

（
注
１
）　
各
地
の
陪
審
裁
判
の
実
際
、
実
例
な
ど
に
関
す
る
報
告
に
は
、
次
の
文
献

が
あ
る
。

　
①
「
大
分
地
方
裁
判
所
初
陪
審
判
決
」（『
法
律
新
聞
』
昭
和
３
年
　
月
３
日
）。

１１

（
注
）
我
が
国
最
初
の
陪
審
公
判

　
②
友
次
特
派
員
「
陪
審
初
裁
判
傍
聴
記
─
─
水
戸
地
方
裁
判
所
に
於
け
る
放
火

未
遂
被
告
事
件
─
─
」（『
法
律
新
聞
』
昭
和
３
年
　
月
　
日
、『
法
律
新
報
』

１１

１０

昭
和
３
年
　
月
　
日
）。（
注
）
水
戸
地
裁
最
初
の
陪
審
公
判

１１

１５

　
③
「
東
京
地
方
裁
判
所
の
初
陪
審
」（『
法
律
新
報
』
昭
和
３
年
　
月
　
日
、
昭

１２

２５

和
４
年
１
月
５
日
・
　
日
、『
法
律
新
聞
』
昭
和
３
年
　
月
　
日
）。（
注
）
東

１５

１２

３０

京
地
裁
最
初
の
陪
審
公
判

　
④
塚
崎
直
義
「
寒
子
放
火
事
件
の
陪
審
裁
判
」（『
改
造
』
第
　
卷
第
２
号
、
一

１１

九
二
九
年
二
月
）。（
注
）
③
と
同
じ
例

　
⑤
記
者
「
美
人
放
火
陪
審
傍
聴
記
」（『
婦
人
公
論
』
第
　
年
第
２
号
、
一
九
二

１４

九
年
二
月
）。（
注
）
③
と
同
じ
例

　
⑥
師
岡
廉
治
「
陪
審
制
度
の
将
来
　
拷
問
に
よ
る
自
白
」（『
正
義
』
第
５
巻
第

　
号
、
帝
国
弁
護
士
会
・
一
九
二
九
年
一
一
月
）。（
注
）
水
戸
地
裁
の
例

１０

　
⑦
三
浦
順
太
郎
『
陪
審
裁
判
松
島
五
人
斬
事
件
之
弁
論
』（
三
浦
順
太
郎
・
一
九

三
一
年
九
月
）。（
注
）
長
崎
地
裁
の
第
１
回
・
第
２
回
の
陪
審
公
判

　
⑧
長
谷
川
瀏
「
陪
審
裁
判
警
察
官
殺
害
事
件
の
論
告
─
─
此
一
文
を
故
警
視
庁

巡
査
小
澤
長
重
氏
の
霊
に
捧
ぐ
─
─
」（『
警
察
協
会
雑
誌
』
第
　
号
・
第
　

３８６

３８８

号
、
一
九
三
二
年
一
〇
月
・
一
二
月
）。（
注
）
東
京
地
裁
の
例

　
⑨
山
崎
有
信
『
陪
審
裁
判
　
殺
人
未
遂
か
傷
害
か
』（
法
律
新
報
社
・
一
九
三
六

年
四
月
）。（
注
）
旭
川
地
裁
最
初
の
陪
審
公
判
、
札
幌
地
裁
最
初
の
陪
審
公

判
お
よ
び
③
と
同
じ
例

　
⑩
鈴
木
信
雄
「
殺
人
鬼
？
冤
罪
？
」（『
裁
判
あ
れ
こ
れ
』、
鈴
木
信
雄
・
一
九
五

七
年
一
〇
月
）。（
注
）
静
岡
地
裁
の
例

　
⑪
森
長
英
三
郎
「
あ
る
陪
審
裁
判
」（『
史
談
裁
判
』、
日
本
評
論
社
・
一
九
六
六

年
一
二
月
。
後
に
、『
新
編
史
談
裁
判
』
第
３
卷
、
日
本
評
論
社
・
一
九
八
四

年
六
月
に
収
録
）。（
注
）
⑦
長
崎
地
裁
第
２
回
と
同
じ
例

　
⑫
浦
辺
衛
『
わ
が
国
に
お
け
る
陪
審
裁
判
の
研
究
─
─
経
験
談
に
よ
る
実
態
調

査
を
中
心
と
し
て
─
─
』
司
法
研
修
所
調
査
叢
書
第
９
号
（
司
法
研
修
所
・

一
九
六
八
年
三
月
）。（
注
）「
陪
審
裁
判
が
実
施
さ
れ
て
い
た
当
時
の
実
態
に

つ
い
て
、
全
国
各
主
要
都
市
の
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
官
、
検
察
官
、
あ
る

い
は
弁
護
士
と
し
て
直
接
こ
れ
に
関
係
さ
れ
た
諸
氏
（
注
、　
名
）
か
ら
聴

１５

取
し
た
経
験
談
を
中
心
と
し
て
、
陪
審
裁
判
に
つ
い
て
調
査
研
究
し
た
結
果
」

で
あ
る
。
特
に
、
福
岡
地
裁
、
仙
台
地
裁
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
実
例
が
収
録

さ
れ
て
お
り
参
考
に
な
る
。

　
⑬
熊
谷
弘
「
新
聞
報
道
を
通
じ
て
み
た
東
京
地
裁
最
初
の
陪
審
裁
判
─
─
そ
の

審
理
の
素
描
─ 
─
」（『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
第
　
号
、
一
九
六
九
年
三
月
）。

２２９



広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
陪
審
裁
判 

七
五
九
（
　
　
　
）

一
七
七

（
注
）
③
と
同
じ
例

　
⑭
森
長
英
三
郎
「
美
人
放
火
未
遂
陪
審
裁
判
事
件
」（『
続
史
談
裁
判
』、
日
本
評

論
社
・
一
九
六
九
年
八
月
。
後
に
、『
新
編
史
談
裁
判
』
第
３
卷
、
日
本
評
論

社
・
一
九
八
四
年
六
月
に
収
録
）。（
注
）
③
と
同
じ
例

　
⑮
森
長
英
三
郎
「
殺
人
未
遂
陪
審
事
件
」（『
史
談
裁
判
』
第
３
集
、
日
本
評
論

社
・
一
九
七
二
年
八
月
。
後
に
、『
新
編
史
談
裁
判
』
第
３
卷
、
日
本
評
論

社
・
一
九
八
四
年
六
月
に
収
録
）。（
注
）
名
古
屋
地
裁
最
初
の
陪
審
公
判

　
⑯
田
中
茂
樹
「
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
陪
審
制
度
─ 
─
歴
史
的
分
析
─ 
─
」

（『
神
戸
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
』
第
　
集
、
一
九
七
三
年
二
月
）。（
注
）

４８

③
と
同
じ
例
お
よ
び
奈
良
地
裁
最
初
の
陪
審
公
判

　
⑰
佐
藤
邦
雄
「
な
つ
か
し
い
陪
審
制
度
」（『
自
由
と
正
義
』
第
　
卷
第
　
号
、
一

３２

１４

九
八
一
年
一
二
月
）。（
注
）
盛
岡
地
裁
の
例

　
⑱
利
谷
信
義
「
貰
い
子
殺
人
陪
審
裁
判
」（
潮
見
俊
隆
・
北
野
弘
久
・
小
田
成

光
・
鳥
生
忠
佑
・
編
『
現
代
司
法
の
課
題
』
松
井
康
浩
弁
護
士
還
暦
記
念
、

勁
草
書
房
・
一
九
八
二
年
一
二
月
）。（
注
）
⑩
と
同
じ
例

　
⑲
知
原
信
行
「
陪
審
制
度
─
─
京
都
の
動
き
を
中
心
と
し
て
」（『
京
都
弁
護
士

会
々
報
』
第
　
号
、
一
九
八
三
年
一
一
月
。
後
に
、
京
都
弁
護
士
会
会
史
編

１９３

纂
委
員
会
・
編
『
京
都
弁
護
士
会
史
』
明
治
大
正
昭
和
戦
前
編
、
京
都
弁
護

士
会
・
一
九
八
四
年
一
一
月
に
収
録
）。（
注
）
京
都
地
裁
の
全
６
例

　
⑳
中
野
次
雄
「
あ
る
陪
審
事
件
の
審
理
─
─
一
つ
の
資
料
と
し
て
─
─
」（『
法

曹
時
報
』
第
　
卷
第
５
号
・
一
九
八
五
年
五
月
）。（
注
）
東
京
地
裁
の
例

３７

　
蔚
林
正
宏
「
仙
台
の
陪
審
裁
判
に
つ
い
て
」（『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
第
　
号
、
一

６３０

九
八
七
年
五
月
）。（
注
）
仙
台
地
裁
の
全
　
例
１６

　
鰻
小
倉
博
「
貰
い
子
殺
人
事
件
─
─
陪
審
裁
判
に
つ
い
て
」（『
世
の
た
め
人
の

た
め
鈴
木
信
雄
伝
』、
鈴
木
信
雄
先
生
追
想
録
刊
行
委
員
会
・
一
九
八
九
年

一
月
）。（
注
）
⑩
と
同
じ
例

　
姥
梅
沢
利
彦
「
施
行
準
備
と
東
京
地
裁
陪
審
法
廷
」（『
陪
審
制
　
市
民
が
裁
く

冤
罪
構
造
の
克
服
』、
社
会
評
論
社
・
一
九
八
九
年
三
月
）。（
注
）
③
と
同
じ

例

　
厩
藤
村
耕
造
「
戦
前
の
陪
審
裁
判
の
経
緯
か
ら
」（『
国
民
の
司
法
参
加
を
考
え

る
　
陪
審
・
参
審
』、
横
浜
弁
護
士
会
・
一
九
九
〇
年
一
一
月
）。（
注
）
横
浜

地
裁
最
初
の
陪
審
公
判
ほ
か
６
例

　
浦
小
幡
尚
「
北
海
道
最
初
の
陪
審
裁
判
─ 
─
一
九
二
八
年
、
旭
川
地
方
裁
判
所

に
お
け
る
事
例
─
─
」（『
旭
川
研
究
〈
昔
と
今
〉』
第
　
号
、
旭
川
市
・
一
九

１４

九
八
年
一
二
月
）。（
注
）
⑨
旭
川
地
裁
最
初
の
陪
審
公
判
と
同
じ
例

　
瓜
橋
本
誠
一
「
弁
護
士
鈴
木
信
雄
と
近
代
地
域
社
会
（
２
）」（『
法
政
研
究
』
第

６
巻
第
１
号
、
静
岡
大
学
・
二
〇
〇
一
年
八
月
。
後
に
、『
在
野
「
法
曹
」
と

地
域
社
会
』、
法
律
文
化
社
・
二
〇
〇
五
年
三
月
に
収
録
）。（
注
）
静
岡
地
裁

最
初
の
陪
審
公
判
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
４
例

　
閏
小
幡
尚
「
高
知
県
に
お
け
る
陪
審
法
の
運
用
」（『
高
知
市
立
自
由
民
権
記
念

館
紀
要
』
第
　
号
、
二
〇
〇
四
年
六
月
）。（
注
）
高
知
地
裁
の
全
３
例

１２

　
噂
北
井
辰
弥
「
横
浜
の
陪
審
裁
判
に
つ
い
て
」（『
桐
蔭
論
叢
』
第
　
号
、
二
〇
〇

１３

五
年
一
二
月
）。（
注
）
横
浜
地
裁
の
全
　
例
３６

　
云
則
武
透
「
今
裁
判
員
制
度
を
考
え
る
　
新
聞
報
道
に
見
る
　
年
前
の
岡
山
地

８０
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七
八

裁
の
陪
審
裁
判
」（
中
国
地
方
弁
護
士
会
連
合
会
ニ
ュ
ー
ス
『
か
が
や
き
』
№

　
・
特
集
「
裁
判
員
制
度
」、
二
〇
〇
八
年
九
月
）。（
注
）
岡
山
地
裁
最
初
の

２６陪
審
公
判

（
注
２
）　
次
の
雑
誌
・
単
行
本
に
は
、
陪
審
裁
判
の
実
情
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
①
『
法
曹
会
雑
誌
』
第
７
巻
第
　
号
・
陪
審
法
実
施
記
念
号
（
法
曹
会
・
一
九

１０

二
九
年
一
〇
月
）

　
②
『
法
曹
公
論
』
第
　
卷
第
９
号
・
陪
審
法
施
行
三
周
年
・
新
民
訴
実
施
二
周

３５

年
記
念
号
（
日
本
弁
護
士
協
会
・
一
九
三
一
年
一
〇
月
）

　
③
『
正
義
』
陪
審
法
施
行
三
周
年
記
念
号
（
帝
国
弁
護
士
会
・
一
九
三
一
年
一

一
月
）

　
④
『
自
由
と
正
義
』
第
　
卷
第
５
号
・
特
集
「
陪
審
・
参
審
制
度
」（
日
本
弁
護

１７

士
連
合
会
・
一
九
六
六
年
五
月
）

　
⑤
『
自
由
と
正
義
』
第
　
卷
第
　
号
・
特
集
「
陪
審
」（
日
本
弁
護
士
連
合
会
・

３５

１３

一
九
八
四
年
一
二
月
）

　
⑥
東
京
弁
護
士
会
・
編
『
陪
審
裁
判
─
─
旧
陪
審
の
証
言
と
今
後
の
課
題
─
─
』

（
ぎ
ょ
う
せ
い
・
一
九
九
二
年
二
月
）

　
な
お
、
林
正
宏
「
わ
が
国
陪
審
裁
判
実
施
後
の
反
響
　
法
曹
ら
に
よ
る
感

想
集
か
ら
」（『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
　
号
、
一
九
九
一
年
八
月
）
に
は
、
前

４４０

掲
『
法
曹
会
雑
誌
』『
法
曹
公
論
』（
①
②
）
に
掲
載
さ
れ
た
、
全
国
各
地
の

法
曹
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
陪
審
裁
判
に
つ
い
て
の
「
感
想
」・「
法
曹
の
声
」
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
注
３
）　
判
例
集
に
は
、『
法
律
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
陪
審
公
判
の
上
告
審
判
決
　３８

件
な
ど
を
収
録
し
た
、
稲
葉
慶
和
・
編
『
資
料
で
見
る
陪
審
法
判
例
集
』（
学

術
選
書
・
二
〇
〇
〇
年
八
月
）
が
あ
る
。
ま
た
、『
大
審
院
刑
事
判
例
集
』
に

は
、
陪
審
公
判
の
上
告
審
　
件
の
判
例
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
資
料
で
見
る

３６

陪
審
法
判
例
集
』
と
『
大
審
院
刑
事
判
例
集
』
を
合
わ
せ
る
と
、
重
複
す
る
判

例
も
あ
り
、
合
計
　
件
と
な
る
が
、
そ
の
外
に
『
法
律
新
報
』（
昭
和
４
年
６

４２

月
　
日
　
頁
、
昭
和
５
年
９
月
　
日
　
頁
）
に
前
記
両
判
例
集
に
登
載
さ
れ

２５

１８

１５

１４

て
い
な
い
陪
審
公
判
の
上
告
審
判
例
２
件
（
判
例
部
分
の
み
）
が
収
録
さ
れ

て
お
り
、
合
計
　
件
の
上
告
審
判
決
が
残
さ
れ
て
い
る
。

４４

（
注
４
）　
陪
審
裁
判
に
関
す
る
統
計
資
料
に
は
、『
刑
事
統
計
年
報
』（
昭
和
３
年
～

昭
和
　
年
）、『
刑
事
統
計
要
旨
』（
昭
和
　
年
～
昭
和
　
年
）
が
あ
る
。
そ
の

１５

１６

１８

外
、
前
掲
「
陪
審
法
ノ
停
止
ニ
関
ス
ル
法
律
ヲ
定
ム
」（『
公
文
類
聚
』
第
　６７

編
・
昭
和
　
年
・
第
　
巻
・
司
法
３
・
刑
事
。
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）、
岡
原

１８

１２７

昌
男
「
陪
審
法
ノ
停
止
ニ
関
ス
ル
法
律
ニ
就
テ
」（『
法
曹
会
雑
誌
』
第
　
卷
２１

第
４
号
、
一
九
四
三
年
四
月
）、
お
よ
び
『
明
治
以
降
裁
判
統
計
要
覧
』（
最

高
裁
判
所
事
務
総
局
・
一
九
六
九
年
九
月
）
が
あ
る
。

（
注
５
）　
我
が
国
で
実
施
さ
れ
た
陪
審
裁
判
の
概
要
を
把
握
す
る
に
は
、
最
高
裁
判

所
事
務
総
局
刑
事
局
・
編
『
我
が
国
で
行
わ
れ
た
陪
審
裁
判
─
─
昭
和
初
期

に
お
け
る
陪
審
法
の
運
用
に
つ
い
て
─
─
』（
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
・
一
九

九
五
年
二
月
）
が
参
考
に
な
る
。
な
お
、
同
書
に
は
、『
日
本
陪
審
新
聞
』
に

掲
載
さ
れ
た
「
陪
審
裁
判
の
実
例
」
が
３
件
（
鳥
取
、
大
阪
？
、
仙
台
）
収

録
さ
れ
て
い
る
が
、『
日
本
陪
審
新
聞
』
の
所
蔵
者
は
不
明
で
あ
る
。



広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
陪
審
裁
判 

七
六
一
（
　
　
　
）

一
七
九

⑴
　
陪
審
公
判
始
末
簿

　
陪
審
公
判
始
末
簿
は
、
各
地
方
裁
判
所
が
保
存
し
て
い
る
が
、
事
件
毎
に

受
理
年
月
日
、
被
告
人
氏
名
、
起
訴
罪
名
、
終
局
処
理
、
処
理
年
月
日
な
ど

が
記
入
さ
れ
、
年
度
別
に
綴
じ
ら
れ
て
お
り
、
公
判
請
求
事
件
の
総
て
を
記

載
し
た
第
一
審
公
判
始
末
簿
と
は
別
に
、
陪
審
公
判
事
件
の
み
が
記
載
さ
れ

た
事
件
簿
で
あ
る
。
し
か
し
、
被
告
人
が
公
訴
事
実
を
自
白
し
た
り
、
陪
審

を
辞
退
し
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
終
局
処
理
欄
に
そ
の
旨
記
載
さ
れ
、
第
一

審
公
判
始
末
簿
に
も
ど
さ
れ
て
、
そ
の
後
の
処
理
・
結
果
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
事
件
簿
に
よ
っ
て
、
陪
審
裁
判
該
当
事
件
の
処
理
状
況
を
正

確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
陪
審
公
判
始
末
簿
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
林
正
宏
「
仙
台
の
陪
審
裁
判

に
つ
い
て
」（『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
第
　
号
、
一
九
八
七
年
五
月
）、
お
よ
び
知
原
信

６３０

行
「
陪
審
制
度
─
─
京
都
の
動
き
を
中
心
と
し
て
」（『
京
都
弁
護
士
会
々
報
』
第

　
号
、
一
九
八
三
年
一
一
月
。
後
に
、
京
都
弁
護
士
会
会
史
編
纂
委
員
会
・
編
『
京
都

１９３弁
護
士
会
史
』
明
治
大
正
昭
和
戦
前
編
、
京
都
弁
護
士
会
・
一
九
八
四
年
一
一
月
に
収

録
）
が
、
仙
台
地
方
裁
判
所
、
京
都
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
調
査
し

て
、
仙
台
、
京
都
の
陪
審
事
件
の
処
理
状
況
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
注
１
）　
森
靜
夫
（
元
福
岡
高
裁
判
事
）
は
、「
罪
名
別
陪
審
受
理
事
件
数
調
（
昭
３

～
　
）
福
岡
地
方
裁
判
所
」
と
い
う
一
覧
表
を
発
表
し
て
い
る
（
前
掲
・
浦

１８
辺
衛
『
わ
が
国
に
お
け
る
陪
審
裁
判
の
研
究
』、
司
法
研
修
所
・
一
九
六
八
年

三
月
。　
頁
～
　
頁
）。
こ
の
一
覧
表
は
、
福
岡
地
裁
の
陪
審
公
判
始
末
簿
な

５５

５６

ど
を
参
照
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
注
２
）　
学
術
的
な
調
査
・
研
究
で
あ
れ
ば
、
戦
前
の
予
審
終
結
決
定
書
、
第
一
審

公
判
始
末
簿
、
陪
審
公
判
始
末
簿
な
ど
の
裁
判
関
係
文
書
は
、
そ
の
閲
覧
・

謄
写
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
保
存
期
間
が
終
わ
っ
た
裁
判
関
係
文
書
は
、

遠
か
ら
ず
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
る
予
定
と
い
う
。

（
注
３
）　
広
島
地
方
裁
判
所
、
鳥
取
地
方
裁
判
所
お
よ
び
松
山
地
方
裁
判
所
に
は
、

陪
審
公
判
始
末
簿
は
保
存
さ
れ
て
い
な
い
。

①
山
口
地
方
裁
判
所
が
保
存
す
る
陪
審
公
判
始
末
簿
に
よ
る
、
同
裁
判
所
の

陪
審
事
件
の
年
度
別
陪
審
事
件
処
理
状
況
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

山
口
地
方
裁
判
所
年
度
別
陪
審
事
件
処
理
状
況

昭
和
（
年
）

旧

受

理

新

受

理

自

白

辞

退

公
訴
棄
却

陪
審
公
判

（
注
１
）　
山
口
地
方
裁
判
所
に
は
、
昭
和
　
年
ま
で
の
陪
審
公
判
始
末
簿
お
よ
び

１２

第
一
審
公
判
始
末
簿
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

３　５４１

４　２５　１２６４

５３　２６９　１６３

６１　３７　２２　１１２

７３　３４　２４　１０１

８２　４７　２２　１６１

９　１０　４５　３９５１１

　１０９　４３　３４　１１

　１１７　４８　３２　１５１

　１２７　４４　３０　１３
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②
岡
山
地
方
裁
判
所
が
保
存
す
る
陪
審
公
判
始
末
簿
に
よ
る
、
同
裁
判
所
の

陪
審
事
件
の
年
度
別
陪
審
事
件
処
理
状
況
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

③
松
江
地
方
裁
判
所
が
保
存
す
る
陪
審
公
判
始
末
簿
に
よ
る
、
同
裁
判
所
の

陪
審
事
件
の
年
度
別
陪
審
事
件
処
理
状
況
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
注
２
）　
昭
和
９
年
お
よ
び
昭
和
　
年
の
「
公
訴
棄
却
」
欄
は
放
火
被
告
事
件
で

１１

あ
る
が
、
公
判
開
始
以
前
に
被
告
人
が
死
亡
し
た
の
で
、
決
定
で
公
訴
棄

却
さ
れ
た
。
な
お
、
昭
和
４
年
の
③
事
件
は
、
陪
審
に
付
さ
れ
た
が
、
強

姦
致
傷
で
の
起
訴
が
猥
褻
の
答
申
と
な
っ
た
の
で
、
公
訴
棄
却
と
な
っ
た
。

（
注
３
）　
こ
の
表
は
事
件
単
位
で
は
な
く
、
人
数
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
　１２

年
の
新
受
理
　
人
中
、
８
人
は
処
理
未
済
で
あ
る
。

４４

岡
山
地
方
裁
判
所
年
度
別
陪
審
事
件
処
理
状
況

昭
和
（
年
）

旧

受

理

新

受

理

自

白

辞

退

公
訴
棄
却

陪
審
公
判

（
注
１
）　
岡
山
地
方
裁
判
所
に
は
、
陪
審
公
判
始
末
簿
は
、
昭
和
　
年
ま
で
保
存

１２

さ
れ
て
い
る
。
第
一
審
公
判
始
末
簿
は
、
昭
和
３
年
か
ら
昭
和
　
年
ま
で

１０

と
、
昭
和
　
年
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

１８
３５３１

４１　５５　２４　２０７

５４　５１　３１　１９２

６３　５９　４３　１６１１

７１　７４　４２　２６１１

８５　６６　４１　２５

９６　８２　３７　４７１

　１０３　６２　２６　３７

　１１２　５０　２２　２７１

　１２２　５８　３４　２６

松
江
地
方
裁
判
所
年
度
別
陪
審
事
件
処
理
状
況

昭
和
（
年
）

旧

受

理

新

受

理

自

白

辞

退

公
訴
棄
却

陪
審
公
判

昭
和
（
年
）

旧

受

理

３４２２　１１

４５２３　１２４

５６２４　１３

６　２２　１７３２　１４

７　１７　１２２２　１５

８１　１４４　１０１　１６

９　２６１　２４
（
１
）

　１７

　１０　２６　１３　１２１　１８

（
注
２
）　
こ
の
表
は
事
件
単
位
で
は
な
く
、
人
数
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
　１２

年
の
旧
受
理
２
名
、
新
受
理
　
人
中
、
処
理
未
済
は
な
い
。

５８

（
注
３
）　
昭
和
６
年
、
昭
和
７
年
の
公
訴
棄
却
は
、
被
告
人
の
死
亡
に
よ
る
。
昭

和
　
年
の
公
訴
棄
却
も
、
死
亡
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

１１

（
注
４
）　
陪
審
公
判
始
末
簿
で
は
、
嬰
児
殺
が
全
期
間
（
昭
和
３
年
～
昭
和
　１２

年
）
を
通
じ
て
　
件
あ
る
の
が
目
立
つ
。

４４
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一
八
一

⑵
　
予
審
終
結
決
定
書

　
公
訴
提
起
は
、
検
事
が
こ
れ
を
行
な
う
が
（
刑
事
訴
訟
法
第
　
条
）、
予
審
は
、

２７８

被
告
事
件
を
公
判
に
付
す
べ
き
か
否
か
を
決
す
る
た
め
、
予
審
判
事
が
必
要

な
事
項
を
取
調
べ
（
同
法
第
　
条
）、
公
判
に
足
る
べ
き
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
と

２９５

き
は
、
決
定
を
以
て
被
告
事
件
を
公
判
に
付
す
る
言
渡
を
し
た
（
同
法
第
　３１２

条
）。
す
な
わ
ち
、
予
審
終
結
決
定
書
に
は
、
陪
審
公
判
に
お
け
る
公
訴
事
実

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
注
１
）　
予
審
終
結
決
定
書
（
謄
本
）
は
、
各
地
方
裁
判
所
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
山

口
地
裁
で
は
、「
陪
審
公
判
結
果
一
覧
表
」
⑤
⑦
⑩
⑫
事
件
の
４
件
が
保
存
さ

れ
て
い
た
。
岡
山
地
方
裁
判
所
に
は
、
高
梁
支
部
の
も
の
だ
け
が
残
存
し
て

い
る
。
な
お
、
広
島
地
方
裁
判
所
、
鳥
取
地
方
裁
判
所
、
松
江
地
方
裁
判
所

お
よ
び
松
山
地
方
裁
判
所
に
は
、
予
審
終
結
決
定
書
は
残
存
し
て
い
な
い
。

（
注
２
）　
鳥
取
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
予
審
終
結
決
定
は
、
同
裁
判
所
「
陪
審
公
判

結
果
一
覧
表
」
①
事
件
の
決
定
が
『
法
律
新
報
』（
昭
和
４
年
７
月
　
日
。　

１５

３１

頁
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
山
陰
最
初
の
陪
審
裁
判
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑶
　
陪
審
説
示
集
・
問
書
集

　
陪
審
法
第
　
条
は
、「
弁
論
終
結
後
、
裁
判
長
は
、
陪
審
に
対
し
犯
罪
の

７７

構
成
に
関
し
法
律
上
の
論
点
及
問
題
と
為
る
べ
き
事
実
並
証
拠
の
要
領
を
説

示
し
、
犯
罪
構
成
事
実
の
有
無
を
問
ひ
、
評
議
の
結
果
を
答
申
す
べ
き
旨
を

命
ず
べ
し
」
と
定
め
る
。
説
示
と
問
書
が
、
陪
審
員
の
判
断
に
与
え
る
影
響

は
極
め
て
大
き
く
、
そ
の
実
例
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
陪
審
裁
判
に
お
け
る
説
示
・
問
書
は
、『
陪
審
説
示
集
』（
司
法
省
刑
事
局
・

一
九
二
九
年
一
〇
月
）、『
名
古
屋
控
訴
院
管
内
陪
審
説
示
集
』（
名
古
屋
控
訴
院
・

一
九
三
〇
年
二
月
）、「
陪
審
問
書
集
（
１
）」（『
法
曹
会
雑
誌
』
第
７
巻
第
７
号
・
一

九
二
九
年
七
月
。
後
に
、
司
法
省
刑
事
局
陪
審
係
『
陪
審
問
書
集
』
第
１
輯
、
司
法
省

新

受

理

自

白

辞

退

公
訴
棄
却

陪
審
公
判

（
注
１
）　
こ
の
表
は
、
松
江
地
方
裁
判
所
が
保
管
す
る
「
陪
審
公
判
始
末
簿
」
に

基
づ
い
て
作
成
し
た
。
こ
の
表
は
事
件
単
位
で
な
く
、
人
数
で
作
成
さ
れ

て
い
る
。

（
注
２
）　
昭
和
　
年
お
よ
び
昭
和
　
年
の
「
公
訴
棄
却
」
は
、
被
告
人
死
亡
に
よ

１０

１４

り
決
定
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
９
年
と
昭
和
　
年
の
「
公
訴
棄

１２

却
」
覧
の
（
１
）
名
は
、
昭
和
９
年
新
受
理
の
事
件
で
あ
る
が
、
公
判
手

続
停
止
（
刑
事
訴
訟
法
第
　
条
第
２
項
・
病
気
の
た
め
と
思
わ
れ
る
）
と

３５２

な
り
（
共
犯
１
名
は
陪
審
公
判
を
辞
退
）、
そ
の
後
、
昭
和
　
年
分
に
移

１２

記
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
　
年
２
月
６
日
、
決
定
で
公
訴
棄
却
（
被
告
人

２１

死
亡
に
よ
る
）
と
な
っ
た
。

　２８　１０　１３

　１１５９
（
１
）

　１４　１０４

　１０９１

　１３２　１１

８１７

　１３　１３

２２
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一
八
二

刑
事
局
・
一
九
二
九
年
に
収
録
）、
お
よ
び
「
説
示
例
」・「
問
書
集
」（『
法
曹
会
雑

誌
』
第
７
巻
第
　
号
・
一
九
二
九
年
一
〇
月
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

１０

（
注
１
）　『
陪
審
説
示
集
』
に
は
、「
昭
和
３
年
よ
り
昭
和
４
年
９
月
に
至
る
、
各
地

方
裁
判
所
の
陪
審
裁
判
に
於
け
る
若
干
の
説
示
又
は
公
判
調
書
説
示
部
分
」

　
件
が
収
録
さ
れ
て
い
る
外
、
公
訴
事
実
の
概
要
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
広

５６島
の
②
⑤
事
件
、
山
口
の
①
②
事
件
、
岡
山
の
②
③
⑤
事
件
、
鳥
取
の
①
事

件
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
注
２
）　「
説
示
例
」
に
は
、
公
訴
事
実
の
概
要
お
よ
び
問
書
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

「
説
示
例
」
に
は
、
鳥
取
の
①
事
件
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
問
書
集
」

に
は
、
公
訴
事
実
の
概
要
お
よ
び
答
申
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
問
書
集
」
に

は
、
広
島
の
①
②
事
件
、
山
口
の
①
事
件
、
岡
山
の
①
②
事
件
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。

（
注
３
）　『
名
古
屋
控
訴
院
管
内
陪
審
説
示
集
』
に
は
、
名
古
屋
控
訴
院
管
内
の
陪
審

公
判
　
件
に
つ
い
て
、
予
審
終
結
決
定
・
諭
告
案
・
説
示
案
・
問
書
・
答
申
・

１０

検
事
論
告
・
弁
護
人
弁
論
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
注
４
）　
齋
藤
悠
輔
「
陪
審
問
書
集
（
１
）」（『
法
曹
会
雑
誌
』
第
７
卷
第
　
号
、
一

１０

九
二
九
年
一
〇
月
。　
頁
～
　
頁
）
は
、「
問
書
（
７
）」（
静
岡
地
方
裁
判
所

２９３

２９７

殺
人
被
告
事
件
・
昭
和
３
年
　
月
　
日
判
決
）
は
、
陪
審
員
に
対
し
て
出
し

１２

２１

た
問
書
の
発
問
が
不
十
分
で
あ
っ
た
ゝ
め
、
不
備
（
ま
た
は
齟
齬
）
が
あ
る
答

申
が
な
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
を
取
り
あ
げ
て
、
説
示
と
問
書

が
陪
審
員
に
与
え
る
影
響
を
論
じ
た
も
の
に
、
藤
田
政
博
『
司
法
へ
の
市
民

参
加
の
可
能
性
─ 
─
日
本
の
陪
審
制
度
・
裁
判
員
制
度
の
実
証
的
研

究
─
─
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
八
年
一
月
）
が
あ
る
。

（
注
５
）　
陪
審
員
と
裁
判
官
の
判
断
が
相
違
す
る
原
因
を
、『
陪
審
説
示
集
』
に
収
録

さ
れ
て
い
る
放
火
被
告
事
件
と
殺
人
被
告
事
件
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
も

の
に
、
安
村
勉
「
陪
審
制
と
参
審
制
─ 
─
刑
事
裁
判
へ
の
素
人
の
影
響

力
─
─
」（『
上
智
法
学
論
集
』
第
　
卷
第
２
・
３
号
、
一
九
八
二
年
二
月
）

２５

が
あ
る
。

⑷
　
刑
事
判
決
書

　
陪
審
公
判
に
か
ゝ
る
刑
事
判
決
書
原
本
は
、
陪
審
公
判
が
行
わ
れ
た
各
地

方
裁
判
所
所
在
地
の
地
方
検
察
庁
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
学
術
的
な
調
査
・

研
究
の
場
合
に
は
閲
覧
・
謄
写
が
可
能
で
あ
る
。

　
①
広
島
地
方
裁
判
所
で
行
わ
れ
た
陪
審
裁
判
の
刑
事
判
決
書
原
本
は
、
庄

原
区
裁
判
所
倉
庫
に
疎
開
さ
れ
て
い
た
の
で
原
爆
に
よ
る
被
災
を
免
れ
（
数
野

文
明
「
原
爆
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」・『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
篇

第
１
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
。　
頁
）、
上
告
審
判
決
書
謄
本
も
含
め
て
広
島
地

４５

方
検
察
庁
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
無
罪
と
な
っ
た
⑤
事
件
の
判
決

書
は
、
保
存
期
間
が
永
久
で
は
な
か
っ
た
ゝ
め
か
、
保
存
さ
れ
て
い
な
い
。

　
②
山
口
に
お
け
る
陪
審
裁
判
の
刑
事
判
決
書
原
本
は
、
上
告
審
判
決
書
謄

本
も
含
め
て
山
口
地
方
検
察
庁
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
⑫
事
件
の
中
、

通
常
裁
判
で
審
理
さ
れ
た
死
体
遺
棄
教
唆
事
件
の
判
決
書
原
本
も
保
存
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
公
訴
棄
却
と
な
っ
た
③
事
件
、
な
ら
び
に
無
罪
と
な
っ
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た
⑤
⑧
事
件
の
判
決
書
は
、
保
存
さ
れ
て
い
な
い
。

　
③
岡
山
に
お
け
る
陪
審
裁
判
の
刑
事
判
決
書
原
本
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

末
期
に
空
襲
に
よ
り
焼
失
し
た
よ
う
で
、
岡
山
地
方
検
察
庁
に
は
、
保
存
さ

れ
て
い
な
い
。

　
④
鳥
取
に
お
け
る
陪
審
裁
判
の
刑
事
判
決
書
原
本
は
、
上
告
審
判
決
書
謄

本
も
含
め
て
鳥
取
地
方
検
察
庁
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
③
事
件
の
中
、

通
常
裁
判
で
審
理
さ
れ
た
脅
迫
被
告
事
件
の
広
島
控
訴
院
判
決
書
謄
本
・
大

審
院
判
決
書
謄
本
も
保
存
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
公
訴
棄
却
と
な
っ
た
①

②
事
件
、
④
事
件
中
の
無
罪
と
な
っ
た
略
取
誘
拐
事
件
お
よ
び
⑤
事
件
の
判

決
書
、
な
ら
び
に
更
新
さ
れ
た
⑦
事
件
の
決
定
書
は
保
存
さ
れ
て
い
な
い
。

　
⑤
松
江
に
お
け
る
陪
審
裁
判
の
刑
事
判
決
書
原
本
は
、
上
告
審
判
決
書
謄

本
も
含
め
て
松
江
地
方
検
察
庁
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
⑤
事
件
の
中
、

通
常
裁
判
で
審
理
さ
れ
た
非
現
住
建
造
物
放
火
・
死
体
損
壊
事
件
は
、
上
告

審
判
決
書
謄
本
だ
け
で
な
く
、
広
島
控
訴
院
の
控
訴
審
判
決
書
謄
本
も
保
存

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
更
新
さ
れ
た
③
事
件
の
決
定
書
は
保
存
さ
れ
て
い

な
い
。

　
⑥
松
山
に
お
け
る
陪
審
裁
判
の
刑
事
判
決
書
原
本
は
、
上
告
審
判
決
書
謄

本
も
含
め
て
松
山
地
方
検
察
庁
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
無
罪
と

な
っ
た
①
事
件
の
判
決
書
は
保
存
さ
れ
て
い
な
い
。

（
注
１
）　
通
常
の
刑
事
訴
訟
手
続
で
は
、
判
決
書
は
、
証
拠
を
挙
げ
て
事
実
を
認
定

す
る
の
で
長
文
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
陪
審
裁
判
で
は
「
陪
審
の
評
議

に
付
し
て
、
事
実
の
判
断
を
為
し
た
る
旨
を
示
す
べ
し
。
有
罪
の
言
渡
を
為

す
に
は
罪
と
な
る
べ
き
事
実
及
法
令
の
適
用
を
示
す
べ
し
。」（
陪
審
法
第
　９７

条
）
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
判
決
書
に
は
、
陪
審
の
評
議
に
付
し
て
事

実
の
判
断
を
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
、
そ
の
理
由
欄
は
、
証
拠
を
挙
げ
て
事
実

の
認
定
を
す
る
こ
と
は
な
さ
れ
ず
、
罪
と
な
る
べ
き
事
実
、
お
よ
び
、
そ
れ

に
対
す
る
法
の
適
用
だ
け
か
ら
成
立
っ
て
い
る
の
で
、
簡
単
な
も
の
が
多
い
。

し
か
し
、
判
決
書
に
は
、
判
決
日
、
犯
罪
事
実
、
適
用
条
文
、
刑
期
、
勾
留

日
数
中
刑
期
算
入
の
有
無
程
度
、
刑
の
執
行
猶
予
の
有
無
、
訴
訟
費
用
・
陪

審
費
用
負
担
の
有
無
程
度
、
押
収
物
の
処
分
、
な
ら
び
に
判
決
に
関
与
し
た

裁
判
官
と
検
事
の
氏
名
な
ど
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
注
２
）　
検
察
庁
が
保
存
し
て
い
る
刑
事
判
決
書
は
、
明
治
　
年
ま
で
の
も
の
は
、

１５

国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
降
の
も
の
も
順
次
移
管
さ
れ

る
予
定
で
あ
る
と
い
う
。

⑸
　
新
聞
報
道

　
①
広
島
の
陪
審
裁
判
に
つ
い
て
は
、『
芸
備
日
日
新
聞
』
お
よ
び
『
中
国
新

聞
』
に
報
道
さ
れ
て
る
。『
芸
備
日
日
新
聞
』
は
、
呉
市
立
中
央
図
書
館
内
に

所
在
す
る
呉
市
総
務
部
市
史
文
書
課
に
あ
る
コ
ピ
ー
版
（
明
治
　
年
１
月
　
日

１９

３０

～
昭
和
　
年
　
月
　
日
）、
あ
る
い
は
広
島
県
立
公
文
書
館
に
あ
る
コ
ピ
ー
版

１４

１２

３１

（
明
治
　
年
９
月
　
日
～
大
正
７
年
５
月
　
日
）
を
閲
覧
・
謄
写
で
き
る
。『
中
国

２７

１６

３１

新
聞
』
は
、
広
島
県
立
文
書
館
お
よ
び
呉
市
総
務
部
市
史
文
書
課
に
お
い
て
、

コ
ピ
ー
版
を
閲
覧
・
謄
写
で
き
る
。
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②
山
口
の
陪
審
裁
判
は
、『
防
長
新
聞
』、『
関
門
日
日
新
聞
』
お
よ
び
『
馬

関
毎
日
新
聞
』
な
ど
に
報
道
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
山
口
県
立
山
口
図

書
館
に
お
い
て
、
そ
の
縮
刷
版
に
よ
り
閲
覧
・
謄
写
で
き
る
。

　
③
岡
山
の
陪
審
裁
判
に
つ
い
て
は
、『
山
陽
新
報
』
お
よ
び
『
中
国
民
報
』

に
報
道
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
縮
刷
複
製
版
は
、
岡
山
県
立
記
録
資
料
館

お
よ
び
岡
山
県
立
図
書
館
に
お
い
て
閲
覧
・
謄
写
で
き
る
。

　
④
鳥
取
の
陪
審
裁
判
は
、『
鳥
取
新
報
』、『
因
伯
時
報
』
お
よ
び
『
大
阪
朝

日
新
聞
』（
山
陰
版
、
鳥
取
版
）
に
報
道
記
事
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
鳥
取
県
立

図
書
館
に
お
い
て
、『
鳥
取
新
報
』、『
因
伯
時
報
』
コ
ピ
ー
版
を
閲
覧
謄
写
で

き
、『
大
阪
朝
日
新
聞
』（
山
陰
版
、
鳥
取
版
）
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ

り
閲
覧
謄
写
で
き
る
。

　
⑤
松
江
の
陪
審
裁
判
は
、『
松
陽
新
報
』
お
よ
び
『
山
陰
新
聞
』
に
報
道
さ

れ
て
お
り
、
島
根
大
学
附
属
図
書
館
お
よ
び
島
根
県
立
図
書
館
に
お
い
て
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
り
閲
覧
・
謄
写
で
き
る
。

　
⑥
松
山
の
陪
審
裁
判
は
、『
海
南
新
聞
』、『
伊
予
新
報
』、『
愛
媛
新
報
』
お

よ
び
『
大
阪
朝
日
新
聞
』（
香
川
愛
媛
版
）
に
報
道
さ
れ
て
お
り
、
愛
媛
県
立
図

書
館
に
お
い
て
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
り
閲
覧
・
謄
写
で
き
る
。

（
注
１
）　
陪
審
法
が
施
行
さ
れ
て
い
た
当
時
、
発
行
さ
れ
て
い
た
新
聞
は
、『
地
方
別

日
本
新
聞
史
』（
日
本
新
聞
協
会
・
一
九
五
六
年
九
月
）
を
参
照
し
、
そ
れ
ら

の
新
聞
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
機
関
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
ウ
エ
ブ
・
サ
イ

ト
「
全
国
新
聞
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
検
索
で
き
る
。
な
お
、
各
県
立

図
書
館
に
問
合
わ
せ
れ
ば
、「
郷
土
の
新
聞
」
に
つ
い
て
の
保
存
状
態
が
判
る
。

（
注
２
）　『
法
律
新
聞
』
に
は
、
昭
和
３
年
　
月
末
か
ら
昭
和
４
年
　
月
末
頃
ま
で
の

１０

１０

間
、
各
地
の
陪
審
公
判
に
つ
い
て
の
報
道
記
事
が
か
な
り
見
え
る
。
ま
た
、

「
ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
」（
読
売
新
聞
社
）、「
朝
日
新
聞
戦
前
紙
面
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」（
朝
日
新
聞
社
）
で
も
、
多
数
の
陪
審
公
判
の
報
道
記
事
が
検
索
で
き
る
。

５
　
陪
審
裁
判
の
問
題
点

　
広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
陪
審
裁
判
に
関
す
る
分
析
・
解
題
は
、
同
院

管
内
の
各
地
方
裁
判
所
で
行
わ
れ
た
陪
審
裁
判
に
関
す
る
資
料
調
査
が
終

わ
っ
て
か
ら
行
う
予
定
で
あ
る
が
、
注
目
し
て
い
る
問
題
点
を
い
く
つ
か
指

摘
し
て
お
こ
う
。

⑴
　
裁
判
長
の
説
示

　
裁
判
官
の
陪
審
員
に
対
す
る
説
示
に
関
し
て
は
、
東
京
弁
護
士
会
・
編
『
陪

審
裁
判
─
─
旧
陪
審
の
証
言
と
今
後
の
課
題
─
─
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
・
一
九
九
二
年
二

月
）
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
増
田
幸
次
郎
（
弁
護
士
）
は
、

「
説
示
に
つ
い
て
は
、
誘
導
的
で
あ
っ
た
と
か
と
い
う
非
難
は
毫
も
な
か
っ
た

と
考
え
て
お
り
ま
す
。」（
　
頁
）
と
い
う
が
、
丹
生
義
孝
（
当
時
司
法
官
試
補
）

２６３

は
、「
有
罪
ら
し
い
と
考
え
た
ら
、
有
罪
の
答
申
が
出
る
よ
う
な
説
示
を
や

る
。」（
　
頁
）
と
い
い
、
青
柳
盛
雄
（
弁
護
士
）
は
、「
説
示
と
い
う
の
は
、

３４６

完
璧
に
検
事
の
代
弁
で
ね
。」（
　
頁
）
と
い
う
。

２５５

　
そ
し
て
、
陪
審
公
判
の
上
告
事
件
に
お
け
る
弁
護
人
の
上
告
趣
意
を
見
る
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と
、
裁
判
長
の
説
示
は
陪
審
員
に
対
し
て
巧
み
に
有
罪
を
示
唆
し
て
い
る
と

い
う
趣
旨
の
主
張
を
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
説
示
に
対
し
て
は
、
異
議
を

申
立
て
る
こ
と
は
出
来
な
い
（
陪
審
法
第
　
条
）
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
長
の

７８

説
示
は
、
陪
審
員
の
評
議
に
決
定
的
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　
裁
判
長
の
説
示
が
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
帯
び
て
い
た
か
否
か
に
関
し
て

は
、「
説
示
集
」
に
収
録
さ
れ
た
説
示
と
陪
審
公
判
上
告
審
判
例
に
登
載
さ
れ

た
弁
護
人
の
上
告
趣
意
な
ど
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
大
審
院
の
判
断

を
み
る
と
、
原
審
（
第
一
審
の
陪
審
公
判
）
が
破
毀
さ
れ
た
事
件
は
、
七
例
に
止

ま
る
。

（
注
１
）　
坂
田
豊
吉
（
東
京
弁
護
士
会
所
属
弁
護
士
）
は
、「
殺
人
で
も
放
火
で
も
、

そ
の
動
機
原
因
か
ら
、
素
人
の
陪
審
員
に
無
罪
を
納
得
さ
せ
ら
れ
る
事
件
で

な
い
と
、
陪
審
裁
判
に
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
丁
半
賭
博
の
よ

う
な
も
の
で
、
余
程
自
信
が
な
い
と
危
う
く
て
や
れ
な
か
っ
た
。」
と
い
う

（
前
掲
・
浦
辺
衛
『
わ
が
国
に
お
け
る
陪
審
裁
判
の
研
究
』、
司
法
研
修
所
・

一
九
六
八
年
三
月
。　
頁
）。

１０６

（
注
２
）　
上
告
審
に
お
い
て
、
第
一
審
の
陪
審
公
判
判
決
が
破
毀
さ
れ
た
事
件
で
、

『
大
審
院
刑
事
判
例
集
』
と
『
法
律
新
聞
』
に
登
載
さ
れ
た
も
の
は
、
次
の
６

件
（
内
１
件
は
自
判
、
５
件
が
差
戻
・
移
送
）
で
あ
る
。
差
戻
・
移
送
後
の

公
判
で
は
、
少
な
く
と
も
３
件
は
、
陪
審
公
判
で
は
な
く
て
通
常
手
続
で
審

理
さ
れ
て
い
る
。

　
①
殺
人
窃
盗
被
告
事
件
・
第
一
審
広
島
地
裁
昭
和
３
年
　
月
　
日
判
決
（
懲
役

１１

３０

８
年
）

　
昭
和
４
年
５
月
３
日
大
審
院
判
決
は
、
原
審
が
殺
人
と
窃
盗
を
併
合
罪
と

し
た
の
対
し
、
観
念
的
競
合
で
あ
る
と
し
て
、
原
判
決
を
破
毀
し
懲
役
８
年

と
自
判
し
た
（『
大
審
院
刑
事
判
例
集
』
第
８
巻
第
６
号
　
頁
・『
法
律
新
聞
』

２５９

昭
和
４
年
９
月
　
日
４
頁
）。
上
告
審
に
お
い
て
は
、
弁
護
人
は
、
裁
判
長
は

２５

説
示
に
当
た
り
（
記
録
上
は
諭
告
と
し
て
記
載
）、
弁
護
人
の
弁
論
に
対
し
反

駁
的
意
見
を
述
べ
た
の
は
不
法
不
当
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
大
審
院
は
、

証
拠
の
真
否
及
罪
責
の
有
無
に
関
し
て
言
及
し
た
点
が
な
い
の
で
、
違
法
で

は
な
い
と
し
た
。

　
②
強
盗
傷
人
被
告
事
件
・
第
一
審
千
葉
地
裁
昭
和
４
年
６
月
　
日
判
決
（
懲
役

１２

３
年
６
月
）

　
昭
和
４
年
　
月
８
日
大
審
院
判
決
は
、
原
判
決
を
破
毀
し
東
京
地
裁
へ
移

１０

送
し
た
（『
大
審
院
刑
事
判
例
集
』
第
８
巻
第
９
号
　
頁
、『
法
律
新
聞
』
昭

４６４

和
４
年
　
月
　
日
９
頁
）。
千
葉
地
裁
の
陪
審
公
判
で
は
、
検
事
は
論
告
に
お

１２

３０

い
て
強
盗
傷
害
の
う
ち
強
盗
の
事
実
は
抛
棄
し
単
な
る
傷
害
と
し
て
論
告
を

し
た
が
、
裁
判
長
は
陪
審
員
に
対
し
、
強
盗
の
意
思
が
あ
っ
た
か
否
か
に
つ

い
て
詳
細
に
説
示
し
た
上
で
、
主
問
と
し
て
強
盗
傷
害
に
つ
い
て
諮
問
し
た
。

評
議
の
結
果
、「
然
り
」
の
答
申
と
な
り
、
検
事
は
「
苦
笑
し
な
が
ら
」
懲
役

７
年
を
求
刑
し
、
判
決
は
懲
役
３
年
６
月
で
あ
っ
た
の
で
、
被
告
人
が
上
告

し
た
（『
法
律
新
聞
』
昭
和
４
年
６
月
　
日
）。
上
告
審
に
お
い
て
は
、
弁
護
人

２０

は
、
裁
判
長
が
公
判
期
日
に
反
証
提
出
の
告
知
を
し
な
か
っ
た
の
で
刑
事
訴
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訟
法
第
　
条
に
背
戻
す
る
と
主
張
し
、
大
審
院
は
こ
れ
を
容
認
し
て
原
判
決

３４７

を
破
毀
し
た
。

　
破
毀
移
送
後
の
東
京
地
裁
で
は
、
被
告
人
が
陪
審
を
辞
退
し
た
の
で
通
常

手
続
で
審
理
し
、
検
事
の
懲
役
７
年
の
求
刑
に
対
し
、
強
盗
を
認
め
ず
傷
害

と
認
定
し
罰
金
　
円
と
判
決
し
た
（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
和
４
年
　
月
　
日

１００

１２

１２

朝
刊
７
面
、『
読
売
新
聞
』
昭
和
４
年
　
月
　
日
朝
刊
７
面
、『
法
律
新
聞
』

１２

１２

昭
和
４
年
　
月
　
日
　
頁
）。

１２

２３

１９

　
③
殺
人
被
告
事
件
・
第
一
審
千
葉
地
裁
昭
和
４
年
　
月
　
日
判
決
（
懲
役
　

１０

１８

１２

年
）

　
昭
和
５
年
４
月
　
日
大
審
院
判
決
は
、
原
判
決
を
破
毀
し
東
京
地
裁
へ
移

２３

送
し
た
（『
大
審
院
刑
事
判
例
集
』
第
９
巻
第
４
号
　
頁
、『
法
律
新
聞
』
昭

２５７

和
５
年
年
７
月
８
日
９
頁
）。
第
一
審
陪
審
公
判
で
は
、
被
告
人
は
当
初
か
ら

被
害
者
の
前
額
部
の
傷
に
つ
い
て
、
被
告
人
が
自
白
し
た
「
な
た
」
に
よ
る

傷
で
は
無
い
と
主
張
し
て
、
鑑
定
を
求
め
て
い
た
。
上
告
審
に
お
い
て
は
、
弁

護
人
は
、
裁
判
長
が
説
示
に
お
い
て
被
告
人
の
性
質
、
犯
罪
後
の
情
状
を
説

示
し
た
の
は
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
を
、
大
審
院
は
こ
れ
を
容
認
し
て
原

判
決
を
破
毀
し
た
。

　
破
毀
移
送
後
の
東
京
地
裁
で
は
、
通
常
手
続
に
よ
り
懲
役
　
年
の
判
決
が

１０

あ
っ
た
が
、
被
告
人
は
控
訴
し
た
。
東
京
控
訴
院
で
は
、
凶
器
を
鑑
定
し
た

と
こ
ろ
、
被
害
者
の
頭
部
の
傷
と
符
合
し
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
、
証
拠
不

十
分
で
無
罪
と
な
っ
た
（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
和
７
年
２
月
　
日
夕
刊
２
面
、

１９

『
読
売
新
聞
』
昭
和
７
年
２
月
　
日
夕
刊
２
面
）。

１９

　
④
放
火
並
放
火
未
遂
被
告
事
件
・
第
一
審
名
古
屋
地
裁
昭
和
６
年
４
月
　
日
判

２４

決
（
懲
役
５
年
）

　
昭
和
６
年
　
月
２
日
大
審
院
判
決
は
、
原
判
決
を
破
毀
し
差
戻
し
た
（『
大

１１

審
院
刑
事
判
例
集
』
第
　
卷
第
　
号
　
頁
、『
法
律
新
聞
』
昭
和
６
年
　
月
　

１０

１０

５１７

１２

２０

日
　
頁
）。
大
審
院
は
、
裁
判
長
が
第
一
次
弁
論
の
終
結
後
、
公
判
準
備
手
続

１３
に
お
い
て
被
告
人
の
な
し
た
供
述
の
要
領
を
説
示
す
る
に
は
、
そ
の
弁
論
終

結
前
に
そ
の
供
述
を
録
取
し
た
公
判
準
備
調
書
を
書
証
と
し
て
公
判
廷
に
顕

出
し
、
こ
れ
を
被
告
人
に
読
聞
け
そ
の
意
見
反
証
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
が
、

こ
れ
を
し
な
か
っ
た
の
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
原
判
決
を
破
毀
し
た
。

　
⑤
放
火
被
告
事
件
・
第
一
審
甲
府
地
裁
昭
和
８
年
　
月
　
日
判
決
（
懲
役
６

１０

３１

年
）

　
昭
和
９
年
３
月
　
日
大
審
院
判
決
は
、
原
判
決
を
破
毀
し
差
戻
し
た
（『
大

１０

審
院
刑
事
判
例
集
』
第
　
卷
第
３
号
　
頁
、『
法
律
新
聞
』
昭
和
９
年
６
月
　

１３

２５４

３０

日
　
頁
）。
大
審
院
は
、
公
判
準
備
手
続
に
お
い
て
な
し
た
検
証
の
結
果
は
、

１２
公
判
廷
に
お
い
て
適
法
に
証
拠
調
べ
手
続
を
経
な
い
限
り
、
裁
判
長
の
説
示

中
に
包
含
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
原
判
決
を
破
毀
し
た
。

　
破
毀
差
戻
後
の
甲
府
地
裁
で
は
、
通
常
手
続
に
よ
り
検
証
調
書
の
証
拠
調

が
行
わ
れ
有
罪
と
な
っ
た
（
東
京
弁
護
士
会
『
陪
審
裁
判
─ 
─
旧
陪
審
の
証

言
と
今
後
の
課
題
─
─
』、
ぎ
ょ
う
せ
い
・
一
九
九
二
年
二
月
。　
～
　
頁
）。

１２３

１２４

　
⑥
殺
人
事
件
・
第
一
審
大
津
地
裁
昭
和
　
年
８
月
９
日
判
決
（
懲
役
　
年
）

１２

１０

　
昭
和
　
年
１
月
　
日
大
審
院
判
決
は
、
原
判
決
を
破
毀
し
京
都
地
裁
に
移

１３

２４

送
し
た
（『
大
審
院
刑
事
判
例
集
』
第
　
巻
第
１
号
１
頁
、『
法
律
新
聞
』
昭

１７
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和
　
年
３
月
　
日
６
頁
）。
弁
護
人
は
、
陪
審
員
の
犯
罪
事
実
認
定
に
は
誤

１３

３０

認
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
上
告
理
由
と
出
来
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
と
し
て
、
裁

判
長
の
証
拠
説
示
の
違
法
を
上
告
理
由
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
自
殺
と
断
定

す
べ
き
証
拠
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
裁
判
長
は
被
告
に
不
利
な
証
拠
の
み

を
採
っ
て
、
陪
審
員
に
説
示
し
た
の
は
、
陪
審
法
の
精
神
に
違
反
す
る
と
主

張
し
た
。
大
審
院
は
、
こ
れ
を
容
れ
て
原
判
決
を
破
毀
移
送
し
た
。

（
注
３
）　
陪
審
公
判
に
よ
る
横
浜
地
裁
昭
和
８
年
９
月
　
日
判
決
（
放
火
・
懲
役
５

１２

年
）
は
、
上
告
審
に
お
い
て
説
示
が
不
公
平
で
あ
っ
た
と
し
て
破
棄
差
戻
と

な
っ
た
が
、『
大
審
院
刑
事
判
例
集
』、『
法
律
新
聞
』
に
は
登
載
さ
れ
な
か
っ

た
。

　
こ
の
事
件
は
、
差
戻
審
の
陪
審
公
判
（
横
浜
地
裁
昭
和
９
年
　
月
　
日
判

１１

１３

決
）
で
も
有
罪
（
懲
役
５
年
）
と
な
っ
た
（
北
井
辰
弥
「
横
浜
の
陪
審
裁
判

に
つ
い
て
」・『
桐
蔭
論
叢
』
第
　
号
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）。

１３

（
注
４
）　
昭
和
４
年
に
は
陪
審
公
判
数
　
件
、
無
罪
件
数
　
件
で
、
無
罪
率
は
　
・

１４３

１４

１０

７
％
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
５
年
に
は
陪
審
公
判
数
　
件
、
無
罪
件
数
３
件
で
、

６６

陪
審
公
判
数
は
激
減
し
無
罪
率
は
４
・
　
％
に
低
下
し
て
い
る
（
岡
原
・
前

７６

掲
論
文
。　
頁
～
　
頁
）。

２０

２１

　
そ
の
原
因
は
、
裁
判
長
の
説
示
に
よ
り
有
罪
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
事

態
が
多
発
し
た
め
に
、
陪
審
公
判
を
受
け
る
者
が
減
少
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
例
え
ば
、
岡
山
地
裁
⑤
事
件
（
放
火
未
遂
被
告
事
件
・
昭
和
４
年
３
月

　
日
判
決
）
は
、
新
聞
記
事
、
説
示
、
上
告
審
判
決
理
由
か
ら
判
断
す
る
と

２９無
罪
と
思
わ
れ
る
が
、
説
示
に
よ
る
巧
み
な
誘
導
の
た
め
有
罪
と
な
り
、
上
告

し
た
が
棄
却
さ
れ
た
。

⑵
　
陪
審
員
の
答
申

　
次
に
、
陪
審
公
判
に
お
い
て
は
、
陪
審
員
の
評
議
の
結
果
、
殺
人
が
傷
害

致
死
、
殺
人
未
遂
が
傷
害
、
放
火
が
放
火
未
遂
、
放
火
未
遂
が
器
物
損
壊
と

縮
小
認
定
し
て
評
決
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
被
告
人
に
同
情
す
べ
き

事
情
が
あ
る
と
き
は
、
無
罪
や
軽
い
刑
が
評
決
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。

例
え
ば
、
山
口
の
①
尊
属
傷
害
致
死
被
告
事
件
は
、
実
父
が
酒
に
耽
り
家
業

の
瓦
製
造
に
励
ま
ず
、
そ
の
子
で
あ
る
被
告
人
と
不
仲
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、

父
親
が
酩
酊
し
て
帰
宅
し
親
子
げ
ん
か
と
な
り
、
被
告
人
が
垂
木
で
父
を
殴

打
し
て
死
に
至
ら
し
め
た
事
件
で
あ
る
が
、
傷
害
の
評
決
と
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
縮
小
認
定
の
現
象
に
対
し
て
、
矢
崎
憲
明
（
山
口
地
方
裁
判
所

長
）
は
、
更
新
し
て
再
陪
審
に
は
し
な
い
が
、
量
刑
で
調
節
す
べ
き
で
あ
ろ

う
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「（
注
、
答
申
は
）
…
…
被
告
人
の
責
任
を
重
か
ら
し

め
ん
よ
り
は
、
軽
か
ら
し
め
ん
と
す
る
傾
向
が
あ
り
、
動
も
す
れ
ば
、
消
極

に
流
れ
ん
と
す
る
嫌
あ
り
と
雖
も
、
失
当
を
見
ず
。
…
…
甚
だ
し
き
失
当
の

場
合
に
は
、
再
陪
審
も
已
む
な
き
も
、
其
他
は
之
を
採
択
し
刑
の
裁
量
等
に

よ
り
て
、
適
当
に
調
整
す
べ
き
乎
」
と
い
う
（『
法
曹
会
雑
誌
』
第
７
卷
　
号
・

１０

一
九
二
九
年
一
〇
月
。　
頁
）。
こ
の
考
え
方
は
、
あ
る
意
味
で
は
陪
審
員
の
判

１６５

断
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
の
量
刑
に
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る

か
ど
う
か
も
分
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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八

（
注
１
）　
田
中
茂
樹
は
、「
陪
審
公
判
に
お
い
て
は
、
被
告
人
に
同
情
す
べ
き
事
情
が

あ
る
と
き
、
あ
る
い
は
尊
属
殺
人
未
遂
事
件
で
被
害
者
が
宥
恕
し
て
い
る
と

き
な
ど
、
陪
審
が
無
罪
の
評
決
を
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
陪
審
制
度
の
短
所
で
は
な
く
長
所
と
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
庶
民
は
、
仮
に
そ
の
こ
と
に
よ
り
間
接
的
に
は
不
利
益

を
こ
う
む
る
と
し
て
も
、
同
情
す
べ
き
犯
人
に
対
し
て
は
寛
大
な
と
こ
ろ
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
犯
罪
と
そ
れ
に
対
す
る
制
裁
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
民
衆

み
ず
か
ら
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
に
委
ね
る
と
こ
ろ
こ
そ
、
陪
審
制
度
の
一
つ

の
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
う
（
前
掲
・
田
中
茂
樹
「
日
本

国
憲
法
に
お
け
る
陪
審
制
度
」・『
神
戸
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
』
第
　
集
、

４８

一
九
七
三
年
二
月
）。

（
注
２
）　
殺
人
が
傷
害
致
死
、
殺
人
未
遂
が
傷
害
の
評
決
と
縮
小
認
定
さ
れ
る
事
例

が
あ
る
の
は
、
陪
審
員
に
は
「
未
必
の
故
意
」
が
理
解
し
難
か
っ
た
こ
と
も

あ
ろ
う
（
佐
藤
龍
馬
「
陪
審
事
件
統
計
」・『
法
曹
会
雑
誌
』
第
７
巻
第
　
号
、

１０

一
九
二
九
年
一
〇
月
。　
頁
）。
ま
た
、
放
火
を
放
火
未
遂
、
放
火
未
遂
を
器

３２８

物
損
壊
と
陪
審
員
が
評
決
す
る
の
は
、「
独
立
燃
焼
説
」
が
社
会
常
識
か
ら
受

入
れ
難
か
っ
た
か
ら
と
も
思
わ
れ
る
（
山
口
地
方
裁
判
所
検
事
正
杉
本
時
三

郎
「
放
火
罪
の
既
遂
に
就
て
」・『
法
律
新
聞
』
昭
和
４
年
　
月
　
日
３
頁
）。

１０

１３

（
注
３
）　
広
島
控
訴
院
管
内
に
お
い
て
は
、
縮
小
認
定
は
　
件
中
　
件
に
及
び
、
縮

５６

１９

小
認
定
率
は
　
・
　
％
に
達
す
る
。
ま
た
、
無
罪
は
　
件
中
６
件
（
内
１
件

３３

９３

５６

は
一
部
無
罪
）
で
、
無
罪
率
は
　
・
　
％
で
あ
る
。
縮
小
認
定
と
無
罪
を
合

１０

７１

計
し
た
、
被
告
人
の
主
張
が
容
認
さ
れ
た
率
は
、　
・
　
％
で
あ
る
。
全
国

４４

６４

的
な
傾
向
も
、
同
様
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑶
　
予
審
訊
問
調
書
の
証
明
力

　
陪
審
法
第
　
条
は
、「
証
拠
ハ
別
段
ノ
規
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
裁
判

７１

所
ノ
直
接
ニ
取
調
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
」
と
定
め
て
、
証
拠
の
直
接
主
義
を

宣
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
予
審
判
事
が
作
成
し
た
、
被
告
人
、
証
人
な
ど

に
対
す
る
訊
問
調
書
は
、「
被
告
人
又
ハ
証
人
公
判
外
ノ
訊
問
ニ
対
シ
テ
為

シ
タ
ル
供
述
ノ
重
要
ナ
ル
部
分
ヲ
公
判
ニ
於
テ
変
更
シ
タ
ル
ト
キ
」
は
、
裁

判
官
に
よ
っ
て
証
拠
能
力
あ
り
と
し
て
証
拠
に
採
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
（
陪

審
法
第
　
条
第
１
号
）。
そ
し
て
、
佐
伯
は
、「
陪
審
裁
判
に
お
い
て
は
、
証
拠

７３

の
証
拠
能
力
と
証
明
力
と
の
区
別
が
現
実
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。
…
…
そ
の
よ
う
に
し
て
採
用
さ
れ
た
証
拠
に
よ
っ
て
有
罪
の
認
定

が
で
き
る
か
ど
う
か
（
証
明
力
）
の
判
断
は
、
…
…
裁
判
官
で
な
く
陪
審
員
に

委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
証
拠
を
採
用
し
た
裁
判
官
に
も
、
そ
の
証
拠

の
証
明
力
に
つ
い
て
の
陪
審
員
の
判
断
を
左
右
す
る
力
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。」
と
い
う
（
佐
伯
千
仭
『
陪
審
裁
判
の
復
活
』、
第
一
法
規
出
版
・
一
九
九
六
年
七

月
。　
頁
）。

２１１

　
し
か
し
な
が
ら
、
被
告
人
が
予
審
訊
問
調
書
に
お
い
て
自
白
し
て
い
る
が
、

陪
審
公
判
で
は
公
訴
事
実
を
否
認
し
た
と
き
、
陪
審
員
が
そ
の
い
づ
れ
を
採

択
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
検
事
の
論
告
、
弁
護
士
の
弁
論
を
ふ
ま
え
て
行
う
、

裁
判
長
の
説
示
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
証
人
が
、
予
審
訊
問
調
書
に
お
い
て
被
告
人
に
不
利
な
供
述
を
し
て
い
る



広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
陪
審
裁
判 

七
七
一
（
　
　
　
）

一
八
九

の
を
、
陪
審
公
判
廷
に
お
い
て
飜
し
た
場
合
も
、
同
様
で
あ
ろ
う
。

（
注
１
）　
矢
崎
憲
明
は
、「（
陪
審
員
は
）
…
…
審
理
に
立
会
し
、
頗
る
熱
心
に
傾
聴

注
意
し
、
評
議
に
入
り
て
も
証
拠
物
を
取
寄
せ
実
験
す
る
等
、
頗
る
緊
張
苟

も
せ
ざ
る
態
度
あ
る
を
見
る
。」
と
い
う
よ
う
に
（
前
掲
『
法
曹
会
雑
誌
』
第

７
巻
第
　
号
、
一
九
二
九
年
一
〇
月
。　
頁
）、
陪
審
員
は
真
摯
に
公
判
に
臨

１０

１６４

み
、
評
議
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
山
口
に
お
け
る
昭
和
６
年
５
月
　２８

日
判
決
強
盗
殺
人
被
告
事
件
（
⑧
事
件
）
の
よ
う
に
、
予
審
免
訴
の
決
定
を

受
け
た
と
こ
ろ
、
抗
告
さ
れ
て
広
島
控
訴
院
予
審
部
が
犯
罪
疑
わ
し
き
も
の

な
り
と
決
定
し
た
た
め
、
山
口
地
方
裁
判
所
お
い
て
陪
審
公
判
と
な
っ
た
が
、

陪
審
公
判
に
お
い
て
審
理
の
結
果
、
遂
に
無
罪
の
判
決
が
出
た
例
も
あ
る
。

（
注
２
）　
し
か
し
、
岡
山
地
方
裁
判
所
陪
審
公
判
昭
和
４
年
３
月
　
日
判
決
放
火
未

２９

遂
被
告
事
件
（
⑤
事
件
）
で
は
、
裁
判
長
は
そ
の
説
示
に
お
い
て
、「
…
…
公

判
に
在
り
て
は
、
被
告
人
証
人
等
は
多
数
の
者
の
面
前
に
於
て
供
述
証
言
を

為
す
へ
き
も
の
な
る
を
以
て
、
何
と
な
く
自
己
の
非
行
他
人
の
悪
口
等
は
申

立
難
き
傾
向
な
き
や
否
や
、
一
方
他
人
の
立
聞
き
を
も
許
さ
ゝ
る
只
判
事
書

記
二
人
の
み
な
る
予
審
廷
に
於
て
は
、
公
判
の
如
き
他
を
憚
る
の
意
を
生
す

へ
き
こ
と
な
か
る
へ
き
や
否
や
、
或
は
予
審
は
右
の
如
く
密
行
な
る
を
以
て
如

何
に
も
残
虐
な
る
取
調
を
行
ふ
も
の
に
あ
ら
ず
や
と
疑
ふ
者
な
き
に
し
も
あ

ら
さ
れ
と
も
、
被
告
人
の
場
合
に
於
て
も
其
訊
問
に
付
て
は
親
切
丁
寧
を
旨

と
す
へ
き
こ
と
我
刑
事
訴
訟
法
の
命
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
仍
て
予
審
の
性
質

は
如
何
及
法
律
の
判
事
の
取
調
に
対
し
命
す
る
と
こ
ろ
如
何
等
の
点
に
付
考

覆
す
る
と
共
に
、
被
告
人
公
判
又
は
公
判
準
備
手
続
に
於
て
犯
行
を
否
認
す

る
に
あ
ら
さ
れ
は
陪
審
公
判
を
開
廷
す
る
に
至
ら
さ
る
点
並
に
予
審
に
於
て

犯
罪
を
自
白
し
居
り
た
る
被
告
人
の
公
判
に
於
て
否
認
し
た
る
理
由
如
何
等

の
点
等
に
付
て
も
十
分
留
意
の
上
事
案
の
真
相
を
判
断
し
、
之
よ
り
提
供
す

へ
き
問
に
答
へ
ら
れ
ん
こ
と
を
求
む
」
と
説
示
し
て
い
る
。

　
結
果
は
、
巧
み
な
説
示
に
誘
導
さ
れ
て
陪
審
の
評
議
は
有
罪
で
あ
っ
た
が
、

自
白
に
つ
い
て
は
警
察
官
が
誘
導
し
た
こ
と
を
認
め
、
証
拠
物
も
被
告
人
と

の
関
係
は
希
薄
で
あ
り
、
無
罪
と
思
わ
れ
る
事
案
で
あ
る
（
前
掲
「
岡
山
に

お
け
る
陪
審
裁
判
」
⑤
事
件
。　
～
　
頁
、　
～
　
頁
、　
～
　
頁
）。

６７

７２

１２４

１２９

１４４

１５１

（
注
３
）　
証
人
に
つ
い
て
は
、
陪
審
公
判
に
お
い
て
予
審
訊
問
調
書
の
供
述
を
飜
す

例
は
多
い
。
そ
の
場
合
、
検
事
は
証
人
を
偽
証
容
疑
で
取
調
べ
て
、
訊
問
の

再
開
を
求
め
、
訊
問
調
書
通
り
に
証
言
さ
せ
た
り
（
前
掲
「
岡
山
に
お
け
る

陪
審
裁
判
」
⑨
事
件
。　
～
　
頁
）、
偽
証
で
証
人
が
起
訴
さ
れ
、
有
罪
と

１３５

１３６

な
っ
た
例
も
あ
る
（
鳥
取
地
方
裁
判
所
②
事
件
。『
因
伯
時
報
』
昭
和
４
年
　１１

月
　
日
、　
月
　
日
）。

１２

１１

１５

　
証
人
の
偽
証
は
、
民
事
刑
事
と
も
多
く
、
防
止
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い

る
（
芥
潔
「
偽
証
の
防
止
の
必
要
性
」・『
法
律
新
聞
』
昭
和
　
年
９
月
３
日
）。

１０

（
注
４
）　
検
察
官
の
作
成
し
た
い
わ
ゆ
る
検
面
調
書
は
、
公
判
廷
の
供
述
が
そ
れ
と

異
な
る
場
合
に
は
、
現
行
刑
事
訴
訟
法
で
は
同
法
第
第
　
条
第
１
項
第
２
号

３２１

（
信
用
す
べ
き
特
別
の
情
況
の
存
す
る
と
き
に
限
る
）
に
よ
り
有
罪
認
定
の
証

拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
陪
審
法
で
は
証
拠
能
力
が
認
め
ら
れ
て
い
な

い
。
単
に
、
供
述
者
の
死
亡
、
疾
病
そ
の
他
で
召
喚
で
き
な
い
場
合
に
し
か



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
三
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号 

七
七
二
（
　
　
　
）

一
九
〇

証
拠
に
で
き
な
い
（
陪
審
法
第
　
条
）。
し
か
し
、
大
審
院
は
、
検
面
調
書
を

７４

供
述
者
に
対
す
る
訊
問
の
資
料
と
し
て
使
用
し
、
そ
の
証
言
を
採
っ
て
罪
証

に
供
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
い
る
の
で
、
陪
審
法
の
規
定
は
骨
抜
き
と
な
っ

て
い
る
（
濱
田
元
旦
「
聴
取
書
の
内
容
を
証
言
に
採
り
て
罪
証
と
な
す
こ
と
に

就
て
」・『
法
律
新
聞
』
昭
和
　
年
　
月
　
日
）。

１１

１０

２０

⑷
　
陪
審
公
判
の
無
罪
率

　
陪
審
の
評
議
に
付
さ
れ
た
事
件
数
と
そ
の
無
罪
件
数
だ
け
を
見
て
、
陪
審

裁
判
は
通
常
事
件
と
比
較
し
て
無
罪
率
が
非
常
に
高
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
利
谷
信
義
は
、「
日
本
の
陪
審
法
が
、
き
わ
め
て
重
大
な
欠
陥
を

も
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
権
擁
護
の
た

め
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
四
年
半

の
実
績
は
、
陪
審
裁
判
の
総
件
数
に
し
て
四
八
三
件
、
陪
審
裁
判
を
受
け
た

人
員
に
し
て
総
計
六
一
一
名
、
そ
の
う
ち
無
罪
九
四
名
（
一
五
・
四
％
）
で
あ

り
、
無
罪
率
は
同
時
期
の
一
般
刑
事
事
件
の
無
罪
率
が
一
・
二
～
三
・
七
％

で
あ
っ
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
格
段
に
高
い
」
と
い
う
（
利
谷
信
義
「
日
本
の

陪
審
法
」・『
自
由
と
正
義
』
第
　
巻
第
　
号
、
一
九
八
四
年
一
二
月
）。

３５

１３

　
し
か
し
、
佐
伯
千
仭
は
、「
陪
審
事
件
の
無
罪
率
は
、
被
告
人
が
始
め
か
ら

公
訴
事
実
を
否
認
し
て
い
る
事
件
の
み
の
無
罪
率
で
あ
っ
て
、
自
白
事
件
を

含
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
（
法
七
条
）、
被
告
人
が
公
訴
事
実
を
否
認
し

争
っ
て
い
る
事
件
と
、
そ
れ
を
争
わ
ず
認
め
て
い
る
自
白
事
件
と
の
双
方
を

含
ん
で
い
る
通
常
の
刑
事
裁
判
（
職
業
裁
判
官
の
み
に
よ
っ
て
裁
判
さ
れ
る
）
の
無

罪
率
と
は
、
同
一
の
標
準
で
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
特
に
通
常

の
刑
事
事
件
で
は
、
被
告
人
が
公
訴
事
実
を
争
わ
ず
始
め
か
ら
認
め
て
い
る

自
白
事
件
─
─
そ
れ
ら
は
殆
ど
有
罪
に
な
る
─
─
が
大
部
分
で
あ
っ
て
、
否
認
事

件
─
─
無
罪
の
大
半
は
此
の
中
か
ら
出
る
─
─
は
少
数
の
例
外
な
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
両
者
を
合
わ
せ
た
通
常
の
刑
事
裁
判
の
無
罪
率
が
低
い
の
は
、
当
然
だ

か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
無
罪
率
を
形
式
的
に
比
較
し
た
だ
け
で
は
意
味
が
な

い
。」
と
い
う
（
佐
伯
・
前
掲
『
陪
審
裁
判
の
復
活
』。　
頁
）。

１４

（
注
１
）　
陪
審
公
判
に
お
け
る
無
罪
率
と
比
較
す
る
対
象
は
、
陪
審
公
判
を
辞
退
し

て
通
常
公
判
に
お
い
て
、
公
訴
事
実
を
否
認
し
て
争
っ
て
無
罪
と
な
っ
た
無

罪
率
で
あ
る
。
し
か
し
、「
辞
退
す
る
者
の
大
部
分
は
同
時
に
自
白
も
し
て
居

る
模
様
で
あ
る
」（
司
法
書
記
官
潮
道
佐
「
陪
審
所
感
」・『
法
曹
会
雑
誌
』
第

７
巻
第
　
号
、
一
九
二
九
年
一
〇
月
。　
頁
）
と
い
う
が
、
通
常
公
判
に
お

１０

２４９

い
て
無
罪
か
ど
う
か
争
っ
た
事
件
数
に
関
す
る
統
計
資
料
は
存
在
し
な
い
。

　
そ
こ
で
、『
刑
事
統
計
年
報
』
に
よ
っ
て
、
昭
和
３
年
か
ら
昭
和
　
年
ま
で

１０

の
、
放
火
と
殺
人
に
つ
い
て
陪
審
公
判
と
通
常
公
判
の
無
罪
数
を
見
る
と
、

次
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
昭
和
３
年
の
陪
審
公
判
の
数
字
は
、
同
年
　１０

月
か
ら
　
月
の
件
数
で
あ
る
。
陪
審
公
判
の
母
数
は
有
罪
・
無
罪
・
更
新
で

１２

あ
る
（
公
訴
棄
却
は
、
陪
審
公
判
に
よ
る
も
の
と
、
死
亡
に
よ
る
も
の
と
が

統
計
上
区
別
さ
れ
て
い
な
い
の
で
除
外
し
た
）。
通
常
公
判
に
つ
い
て
は
、
公

訴
事
実
を
否
認
し
て
争
っ
た
母
数
は
不
明
で
あ
る
。
陪
審
公
判
の
無
罪
件
数

と
通
常
公
判
の
無
罪
件
数
だ
け
を
比
較
す
る
と
、
通
常
公
判
で
無
罪
と
な
っ



広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
陪
審
裁
判 

七
七
三
（
　
　
　
）

一
九
一

た
件
数
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

　「
放
火
」
昭
和
３
年
（
陪
審
７
件
中
３
、
通
常
　
）、
昭
和
４
年
（
陪
審
　

３０

３６

件
中
　
、
通
常
８
）、
昭
和
５
年
（
陪
審
　
件
中
２
、
通
常
　
）、
昭
和
６
年

１０

２８

１１

（
陪
審
　
件
中
　
、
通
常
　
）、
昭
和
７
年
（
陪
審
　
件
中
　
、
通
常
　
）、
昭

２５

１０

１１

３０

１１

１１

和
８
年
（
陪
審
　
件
中
４
、
通
常
　
）、
昭
和
９
年
（
陪
審
　
件
中
５
、
通
常

２１

１５

１６

７
）、
昭
和
　
年
（
陪
審
９
件
中
７
、
通
常
　
）

１０

１１

　「
殺
人
」
昭
和
３
年
（
陪
審
　
件
中
３
、
通
常
９
）、
昭
和
４
年
（
陪
審
　

１５

４１

件
中
３
、
通
常
　
）、
昭
和
５
年
（
陪
審
　
件
中
０
、
通
常
　
）、
昭
和
６
年

１０

２２

１１

（
陪
審
　
件
中
７
、
通
常
　
）、
昭
和
７
年
（
　
件
中
陪
審
２
、
通
常
９
）、
昭

１９

１０

１２

和
８
年
（
陪
審
５
件
中
２
、
通
常
５
）、
昭
和
９
年
（
陪
審
６
件
中
１
、
通
常

６
）、
昭
和
　
年
（
陪
審
４
件
中
２
、
通
常
　
）

１０

１０

（
注
２
）　
我
が
国
の
陪
審
公
判
は
、
総
て
否
認
事
件
で
あ
る
が
、
昭
和
３
年
か
ら
同

　
年
の
全
件
数
　
件
の
陪
審
公
判
の
う
ち
無
罪
は
　
件
で
、
無
罪
率
は
　
・

１７

４８４

８１

１６

７
％
で
あ
る
。
ま
た
、
陪
審
の
更
新
が
な
さ
れ
再
陪
審
と
な
っ
た
　
件
（
放
火

２４

　
件
、
殺
人
６
件
）
の
中
、　
件
（
放
火
　
件
、
殺
人
５
件
）
は
有
罪
と
な

１８

１７

１２

り
、
６
件
（
放
火
５
件
、
殺
人
１
件
）
は
再
度
無
罪
、
１
件
（
放
火
１
件
）

は
公
訴
棄
却
で
あ
っ
て
、
無
罪
率
は
　
％
で
あ
る
。（
岡
原
・
前
掲
論
文
。　

２５

２０

頁
～
　
頁
）。
た
だ
し
、
更
新
に
は
、
こ
の
　
件
と
は
別
に
、
東
京
地
裁
（
昭

２１

２４

和
８
年
・
放
火
１
件
、
再
陪
審
無
罪
）、
甲
府
地
裁
（
昭
和
　
年
・
尊
属
殺
人

１０

１
件
、「
問
書
」
の
殺
人
・
傷
害
致
死
・
正
当
防
衛
の
何
れ
も
「
然
り
」
で

あ
っ
た
の
で
更
新
さ
れ
た
。
再
陪
審
有
罪
？
）
が
あ
り
、「
総
件
数
表
」
で
も
、

こ
れ
ら
は
更
新
数
に
算
入
さ
れ
て
い
な
い
。

（
注
３
）　
岡
原
昌
男
は
、
陪
審
の
評
議
に
付
さ
れ
た
場
合
、
殺
人
罪
と
放
火
罪
に
つ

い
て
は
、
他
の
罪
名
の
事
件
よ
り
も
無
罪
率
が
高
い
こ
と
に
注
目
し
て
い
る

（
前
掲
・
岡
原
「
陪
審
法
ノ
停
止
ニ
関
ス
ル
法
律
ニ
就
テ
」・『
法
曹
会
雑
誌
』

第
　
卷
第
４
号
、
一
九
四
三
年
四
月
。　
頁
～
　
頁
）。
す
な
わ
ち
、「
無
罪

２１

２０

２１

判
決
の
割
合
は
、
殺
人
罪
に
於
て
全
体
の
六
分
三
厘
、
放
火
罪
に
於
て
三
割

一
分
に
し
て
、
之
を
昭
和
十
一
年
よ
り
十
五
年
迄
五
ヶ
年
間
の
通
常
手
続
に

依
る
第
一
審
無
罪
判
決
の
刑
法
第
百
八
条
現
住
建
造
物
等
放
火
に
於
る
五
厘

七
毛
、
同
法
第
百
九
十
九
条
殺
人
罪
に
於
る
七
毛
の
各
割
合
に
、
夫
々
比
較

す
る
と
き
は
、
著
し
く
高
率
な
る
こ
と
が
看
取
せ
ら
れ
、
此
の
点
は
仮
令
陪
審

の
評
議
に
付
せ
ら
れ
る
事
件
が
公
判
に
於
け
る
被
告
人
否
認
の
事
件
の
み
で

あ
る
と
す
る
も
、
大
い
に
注
目
に
値
す
る
処
で
あ
る
」
と
い
う
。

　
陪
審
公
判
で
は
、
放
火
罪
は
、
自
白
を
除
く
と
証
拠
に
乏
し
い
事
件
が
多

い
の
で
、
無
罪
の
評
決
が
出
易
い
。
そ
し
て
、
殺
人
罪
は
、
殺
意
を
否
認
す

る
場
合
が
多
く
、
傷
害
・
死
亡
し
た
事
実
は
認
め
ら
れ
て
傷
害
・
傷
害
致
死

が
認
定
さ
れ
る
の
で
、
放
火
に
比
べ
て
無
罪
の
評
決
は
出
に
く
い
。

（
注
４
）　
昭
和
３
年
か
ら
昭
和
　
年
ま
で
の
間
に
陪
審
の
評
議
に
付
せ
ら
れ
た
事
件

１５

の
地
方
裁
判
所
別
終
局
結
果
（
有
罪
・
無
罪
・
更
新
の
各
件
数
）
に
よ
る
と
、

無
罪
３
件
以
上
あ
る
い
は
更
新
２
件
以
上
は
、
東
京
　
件
中
（
無
罪
　
件
、

６１

１０

更
新
４
件
）、
横
浜
　
件
中
（
無
罪
　
件
、
更
新
３
件
）、
大
阪
　
件
中
（
無

３６

１０

３１

罪
１
件
、
更
新
２
件
）、
仙
台
　
件
中
（
無
罪
９
件
、
更
新
１
件
）、
秋
田
　

１６

２１

件
中
（
無
罪
７
件
、
更
新
２
件
）、
千
葉
　
件
中
（
無
罪
６
件
）、
新
潟
　
件

２６

１９

中
（
無
罪
４
件
）、
名
古
屋
　
件
中
（
無
罪
４
件
）、
大
分
　
件
中
（
無
罪
４

１８

２３
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件
、
更
新
１
件
）、
宇
都
宮
７
件
中
（
無
罪
３
件
）、
釧
路
４
件
中
（
更
新
２

件
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、　
地
方
裁
判
所
中
、
無
罪
０
件
は
　
地
方
裁
判
所
、

５１

２３

無
罪
１
件
は
　
地
方
裁
判
所
、
無
罪
２
件
は
４
地
方
裁
判
所
で
あ
る
（
前

１５

掲
・
最
高
裁
判
所
『
我
が
国
で
行
わ
れ
た
陪
審
裁
判
』。　
頁
～
　
頁
）。

２３６

２３７

　
こ
れ
を
見
る
と
、
陪
審
公
判
の
無
罪
率
に
は
、
罪
名
差
だ
け
で
は
な
く
地

域
差
も
あ
る
こ
と
が
解
る
。
特
に
、
仙
台
の
無
罪
率
が
高
い
原
因
に
つ
い
て
は
、

前
掲
・
浦
辺
衛
『
わ
が
国
に
お
け
る
陪
審
裁
判
の
研
究
』（
司
法
研
修
所
・
一

九
六
八
年
三
月
）
の
「
第
一
三
話
・
山
井
浩
氏
談
（
当
時
仙
台
地
裁
次
席
検

事
）」
お
よ
び
「
む
す
び
」
の
中
で
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
反

論
と
し
て
は
、
福
島
一
郎
「
陪
審
制
へ
の
抗
議
に
つ
い
て
」（『
法
曹
公
論
』

第
　
号
、
一
九
三
六
年
七
月
）
が
あ
る
。

４３０
６
　
お
　
わ
　
り
　
に

⑴
　
陪
審
公
判
が
少
な
か
っ
た
原
因

　
我
が
国
の
陪
審
事
件
は
、
無
罪
率
が
高
い
の
に
、
陪
審
の
評
議
に
付
せ
ら

れ
た
事
件
数
は
、
予
想
を
越
え
る
少
な
さ
で
、
不
振
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。

　
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
四
月
、
岡
原
昌
男
（
当
時
司
法
書
記
官
、
第
八
代
最

高
裁
判
所
長
官
）
は
、
陪
審
の
評
議
に
付
せ
ら
れ
る
事
件
が
激
減
し
た
最
大
の

原
因
は
、「
被
告
人
が
事
件
を
陪
審
の
評
議
に
付
す
る
こ
と
を
辞
退
し
た
こ
と

に
在
る
の
で
あ
る
が
、
陪
審
辞
退
の
理
由
は
想
像
す
る
に
、
陪
審
の
答
申
を

採
択
し
て
事
実
の
判
断
を
為
し
た
判
決
に
対
し
て
は
控
訴
を
為
す
こ
と
を
得

な
い
の
み
な
ら
ず
、
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
上
告
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
（
法

第
百
一
条
、
第
百
三
条
）、
裁
判
所
が
陪
審
の
答
申
を
不
当
と
認
め
る
と
き
は
、

何
回
で
も
事
件
を
他
の
陪
審
に
付
す
こ
と
が
出
来
る
こ
と
（
法
第
九
十
五
条
）、

陪
審
の
評
議
に
付
し
て
も
被
告
人
等
が
期
待
し
た
程
に
、
左
程
多
く
の
無
罪

判
決
が
言
渡
さ
れ
な
か
っ
た
と
謂
ふ
過
去
の
事
実
、
素
人
の
判
断
に
対
す
る

不
安
、
陪
審
裁
判
手
続
の
煩
雑
及
一
般
に
訴
訟
費
用
が
多
額
に
上
る
こ
と
等

に
因
る
も
の
と
思
ふ
。」
と
い
う
（
岡
原
・
前
掲
論
文
。　
頁
）。

１８

（
注
）　
請
求
陪
審
で
は
、
有
罪
に
な
る
と
、
刑
事
訴
訟
費
用
法
に
基
づ
く
証
人
・
鑑

定
人
な
ど
に
対
す
る
日
当
・
旅
費
・
止
宿
料
な
ど
の
訴
訟
費
用
の
全
部
ま
た
は

一
部
を
負
担
し
（
刑
事
訴
訟
法
第
　
条
）、
更
に
陪
審
法
に
基
づ
く
陪
審
費
用
、

２３７

す
な
わ
ち
陪
審
員
に
対
す
る
呼
出
費
用
・
旅
費
・
日
当
・
止
宿
料
を
訴
訟
費
用

の
一
部
と
し
（
陪
審
法
第
　
条
）、
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
負
担
す
る
（
陪
審

１０６

法
第
　
条
）。
ま
た
、
法
定
陪
審
で
は
、
有
罪
に
な
っ
て
も
陪
審
費
用
を
負
担
す

１０７

る
こ
と
は
な
い
が
（
陪
審
法
第
　
条
）、
刑
事
訴
訟
費
用
法
に
基
づ
く
訴
訟
費
用

１０７

は
負
担
す
る
（
刑
事
訴
訟
法
第
　
条
）。
陪
審
公
判
で
は
、
直
接
主
義
の
原
則

２３７

（
陪
審
法
第
　
条
）
か
ら
、
多
数
の
証
人
・
鑑
定
人
訊
問
を
行
う
の
で
、
訴
訟
費

７１

用
は
多
額
に
上
る
の
で
あ
る
。

　
控
訴
が
出
来
な
い
、
上
告
し
て
も
事
実
誤
認
の
主
張
が
出
来
な
い
、
無
罪

の
答
申
が
あ
っ
て
も
裁
判
所
は
再
陪
審
に
付
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ど
、
被

告
人
に
と
っ
て
不
利
益
な
諸
点
を
有
す
る
陪
審
裁
判
は
、
施
行
の
当
初
か
ら
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避
け
て
通
ら
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
し
か
も
、
も
と
も
と
法
定
陪
審
事
件
の

多
く
は
自
白
事
件
で
あ
る
か
ら
、
公
訴
事
実
を
否
認
す
る
陪
審
公
判
（
陪
審
法

第
７
条
）
の
事
件
数
が
少
な
い
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
岡
原
・
前
掲

論
文
は
、
被
告
人
が
陪
審
を
辞
退
し
た
理
由
の
一
つ
に
「
陪
審
の
評
議
に
付

し
て
も
被
告
人
等
が
期
待
し
た
程
に
、
左
程
多
く
の
無
罪
判
決
が
言
渡
さ
れ

な
か
っ
た
と
謂
ふ
過
去
の
事
実
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
は
、
裁
判

長
の
説
示
の
内
容
が
、「
証
拠
の
真
否
及
罪
責
の
有
無
に
関
し
意
見
を
表
示

す
る
こ
と
を
得
ず
」
と
い
う
陪
審
法
第
　
条
に
直
接
違
反
し
て
い
な
い
く
て

７７

も
、
有
罪
に
誘
導
し
て
い
る
と
被
告
人
側
が
受
け
取
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
っ
て
、
被
告
人
が
陪
審
公
判
を
辞
退
す
る
の
は
自
然
の
流
れ
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
注
１
）　
平
山
六
之
助
（
東
京
弁
護
士
会
所
属
弁
護
士
）
は
、「
陪
審
法
の
失
敗
と
改

正
弁
護
士
法
の
不
備
」（『
法
律
新
聞
』
昭
和
６
年
１
月
　
日
）
に
お
い
て
、

１０

「
滿
三
年
に
亙
る
陪
審
法
の
実
施
の
跡
に
徴
す
る
と
、
最
近
の
司
法
省
統
計
に

依
れ
ば
、
陪
審
事
件
と
し
て
裁
判
さ
れ
た
る
も
の
は
、
実
施
当
時
の
予
想
の

廿
分
の
一
に
も
達
し
な
い
。
こ
れ
何
の
為
か
。
司
法
当
局
は
、
数
の
少
な
き
を

以
て
失
敗
と
は
言
へ
な
い
と
声
明
し
て
居
る
が
、
事
実
は
全
く
之
に
反
し
て

頗
る
不
評
判
で
あ
る
。
こ
の
不
評
判
な
る
理
由
は
、
手
続
の
煩
瑣
な
る
為
も

あ
ら
う
。
…
…
け
れ
ど
も
、
主
要
な
る
原
因
は
、
裁
判
長
の
説
示
が
、
裁
判

員
に
対
し
て
余
り
に
誘
導
的
で
あ
る
為
と
断
言
す
る
に
憚
ら
な
い
。
…
…
殊

に
我
国
の
陪
審
員
に
は
、
未
だ
に
官
尊
民
卑
の
気
分
が
、
多
量
に
残
っ
て
居

る
今
日
、
高
処
よ
り
物
を
言
ふ
裁
判
長
や
検
事
の
言
、
非
常
な
重
み
を
感
じ

て
居
る
の
は
、
無
理
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
ゝ
る
我
国
の
陪
審
員
に
対
し
て
、

こ
れ
ま
で
為
さ
れ
来
り
し
や
う
な
説
示
を
、
今
後
も
引
続
き
為
さ
れ
て
は
、
折

角
苦
心
の
結
果
成
立
せ
る
陪
審
法
の
大
法
典
も
、
遂
に
之
を
適
用
す
る
機
会

を
失
ふ
や
も
知
れ
ぬ
。
わ
た
く
し
は
、
極
め
て
簡
単
に
こ
の
弊
を
改
む
る
方
法

と
し
て
、
裁
判
長
の
説
示
だ
け
は
之
を
速
記
せ
し
め
て
、
公
判
調
書
の
一
部

と
す
る
案
を
提
供
し
た
い
。
…
…
わ
た
く
し
の
経
験
並
に
同
僚
諸
君
の
経
験

せ
る
事
実
に
依
れ
ば
、
如
何
な
る
陪
審
事
件
に
於
て
も
、
裁
判
長
の
意
見
を

そ
の
そ
の
説
示
中
に
加
へ
ざ
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
唯
僅
に
法
は
、

説
示
の
大
要
を
公
判
記
録
に
載
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
居
る
が
、
書
記
の
記

録
す
る
調
書
に
於
て
、
裁
判
長
の
説
示
が
、
意
見
に
亘
る
部
分
の
如
き
、
殆

ど
全
く
記
録
さ
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
公
判
調
書
に
依
っ
て
、
叙
上
の
弊
を
救

ふ
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
速
記
し
た
る
説
示
を
公
判
調
書
の
一
部
と

す
れ
ば
、
若
し
そ
の
中
に
裁
判
長
の
意
見
が
織
込
ま
れ
た
と
す
る
と
、
上
告
審

に
於
て
、
法
律
違
背
と
し
て
原
判
決
が
破
毀
さ
れ
る
か
ら
、
裁
判
長
は
そ
の

説
示
を
十
分
注
意
す
る
こ
と
と
な
り
、
始
め
て
意
見
を
附
加
す
べ
か
ら
ず
と
の

法
禁
が
守
ら
る
こ
と
ゝ
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
」
と
い
う
。

　
大
阪
控
訴
院
長
谷
田
三
郎
も
「
全
然
意
見
の
混
じ
ら
な
い
説
示
は
、
殆
ど

聞
く
こ
と
が
出
来
な
い
や
う
な
有
様
で
あ
る
。
私
は
、
此
実
況
を
目
撃
す
る
と

共
に
、
今
後
益
々
審
理
中
心
主
義
を
支
持
す
る
の
必
要
を
感
じ
る
の
で
あ
る
」

と
主
張
し
、
仏
蘭
西
法
に
於
て
は
説
示
制
を
全
廃
し
た
と
指
摘
す
る
（『
法
曹
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公
論
』
第
　
卷
第
９
号
、
一
九
三
一
年
一
〇
月
。　
頁
）。

３５

１０６

（
注
２
）　
今
村
力
三
郎
（
第
一
東
京
弁
護
士
会
所
属
）
は
、
な
ぜ
陪
審
裁
判
が
、
予

期
の
効
果
を
挙
げ
得
な
か
っ
た
か
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、「
一
、
…
…
普
通

選
挙
は
与
論
の
要
求
と
認
む
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
陪
審
制
度
の
要
求
の
声

を
聞
い
た
こ
と
が
無
い
。
…
…
二
、
被
告
に
不
利
益
の
答
申
を
、
裁
判
所
が

之
を
不
当
と
し
て
、
被
告
利
益
の
為
め
に
陪
審
を
遣
り
直
し
た
実
例
を
聞
い

た
こ
と
が
無
い
。
元
来
陪
審
制
度
の
特
異
性
は
、
仮
令
我
々
が
常
識
で
有
罪

と
考
へ
る
事
件
で
あ
っ
て
も
、
国
民
が
之
を
罰
す
る
必
要
な
し
す
る
と
き
は
、

断
然
無
罪
と
す
る
点
に
あ
る
と
思
ふ
。
然
る
に
陪
審
員
が
無
罪
と
決
し
た
に

も
拘
は
ら
ず
、
裁
判
官
が
之
を
有
罪
と
考
ふ
る
と
き
、
裁
判
の
遣
り
直
し
が

出
来
る
の
で
は
、
被
告
人
と
し
て
期
待
を
持
て
な
い
筈
で
あ
る
。
…
…
三
、
江

木
博
士
が
陪
審
制
度
の
採
用
を
強
調
し
、
在
野
法
曹
が
之
に
共
鳴
し
た
る
一

原
因
は
、
独
断
裁
判
の
弊
害
よ
り
国
民
を
救
は
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

…
…
斯
う
し
た
対
症
的
原
因
か
ら
出
発
し
た
陪
審
制
度
は
、
裁
判
所
に
対
す

る
不
信
認
の
表
現
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
。
然
る
に
、
裁
判
所
も
刑
法
発
布

当
時
に
比
す
れ
ば
大
に
面
目
を
改
め
、
…
…
世
人
の
裁
判
所
に
対
す
る
攻
撃

も
、
昔
日
程
で
は
な
く
な
っ
た
、
…
…
。
四
、
陪
審
法
廷
で
は
、
最
後
に
裁
判

長
の
説
示
が
あ
る
が
、
…
…
裁
判
長
と
雖
も
人
間
で
あ
る
か
ら
、
審
理
の
進

行
中
に
自
ら
心
証
を
作
り
、
夫
れ
が
説
示
に
片
鱗
を
顕
す
こ
と
は
、
到
底
免

れ
難
き
こ
と
で
あ
る
。
五
、
如
何
な
る
被
告
で
も
無
罪
を
望
ま
な
い
も
の
は

な
い
、
…
…
然
る
に
陪
審
裁
判
と
て
有
罪
が
無
罪
と
な
る
訳
で
も
な
く
、
又

同
じ
有
罪
な
ら
酒
屋
や
質
屋
の
主
人
に
裁
判
さ
れ
る
よ
り
も
、
裁
判
官
の
裁

判
が
望
ま
し
い
と
云
ふ
心
理
も
あ
る
、
又
刑
事
被
告
人
と
し
て
は
、
家
事
上

の
都
合
や
其
他
種
々
の
事
情
か
ら
有
罪
の
場
合
に
は
、
一
日
で
も
服
役
を
先

に
送
り
た
い
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
然
る
に
、
陪
審
は
事
実
審
は
一
審
限

り
で
あ
る
か
ら
、
判
決
の
確
定
が
迅
速
で
あ
る
、
…
…
有
罪
と
な
れ
ば
控
訴
す

る
こ
と
も
出
来
な
い
。
被
告
と
し
て
は
陪
審
は
投
機
で
あ
る
、
是
も
陪
審
希

望
者
の
少
き
原
因
の
一
ツ
で
あ
る
。」
と
い
う
。
そ
し
て
、
陪
審
裁
判
所
が
門

前
雀
羅
の
有
様
で
あ
る
の
で
、
善
後
策
は
幾
ら
で
も
あ
ろ
う
が
、
空
し
く
裁
判

所
を
置
く
の
は
無
駄
で
あ
る
か
ら
、
陪
審
裁
判
所
を
各
控
訴
院
所
在
地
に

一
ヶ
所
あ
て
に
制
限
す
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
（
今
村
力
三
郎
「
陪
審
裁
判

所
を
如
何
に
す
べ
き
や
」・『
法
律
新
報
』
昭
和
６
年
７
月
　
日
）

１５

（
注
３
）　
秦
良
一
（
広
島
弁
護
士
会
所
属
弁
護
士
）
は
、「
専
門
家
か
ら
見
た
判
断
と
、

民
衆
か
ら
見
た
判
断
と
、
或
る
時
に
は
相
違
を
来
た
す
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ

ぬ
。
…
…
そ
れ
を
、
専
門
的
に
見
て
不
安
な
り
と
し
て
、
説
示
に
よ
っ
て
陪

審
員
を
指
導
し
、
陪
審
員
の
頭
を
整
理
せ
し
め
ん
と
す
る
こ
と
は
、
間
違
ひ
で

あ
っ
て
、
い
ら
ざ
る
お
節
介
で
あ
る
。
…
…
お
節
介
主
義
で
や
ら
る
ゝ
の
で
あ

る
か
ら
、
お
上
の
申
さ
る
ゝ
こ
と
に
、
嘘
や
間
違
ひ
の
あ
ら
ふ
筈
な
し
、
忽

ち
評
議
一
決
「
然
り
」
と
答
申
せ
ら
れ
て
控
訴
審
を
奪
は
る
ゝ
虞
を
予
見
し
て

は
、
進
ん
で
誰
が
陪
審
を
希
望
せ
う
ぞ
。
こ
ゝ
に
陪
審
不
振
の
最
大
原
因
が

あ
る
と
思
ふ
。」
と
い
う
（
秦
良
一
「
陪
審
法
の
欠
陥
」・『
法
律
新
聞
』
昭
和

６
年
８
月
３
日
）。

　
そ
し
て
、
秦
は
、
現
行
陪
審
法
の
欠
陥
を
除
去
す
べ
く
、
第
１
に
陪
審
員

選
定
は
市
町
村
長
に
お
い
て
す
る
こ
と
、
第
２
に
裁
判
長
の
説
示
を
廃
止
す



広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
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裁
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七
七
七
（
　
　
　
）

一
九
五

る
こ
と
、
第
３
に
再
陪
審
を
し
な
い
こ
と
、
第
４
に
証
拠
物
お
よ
び
証
拠
書

類
を
陪
審
に
交
付
し
な
い
こ
と
、
を
提
案
す
る
。

（
注
４
）　
帝
国
弁
護
士
会
は
、
昭
和
６
年
　
月
１
日
挙
行
の
陪
審
法
実
施
三
周
年
記

１０

念
大
会
で
、
次
の
様
な
決
議
を
し
て
い
る
（『
正
義
』
陪
審
法
実
施
三
周
年
記

念
号
、
一
九
三
一
年
一
一
月
）。

　
一
　
陪
審
ニ
付
ス
ヘ
キ
事
件
ノ
範
囲
ヲ
拡
張
ス
ル
コ
ト
、　
一
　
犯
罪
事
実
ヲ

肯
定
ス
ル
ニ
ハ
陪
審
員
全
員
一
致
ノ
意
見
ニ
依
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
、　
一
　
有

罪
ノ
判
決
ニ
対
シ
テ
ハ
控
訴
ヲ
許
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト
、　
一
　
陪
審
費

用
ハ
総
テ
国
庫
ノ
負
担
ト
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト
、　
一
　
起
訴
陪
審
ノ

制
ヲ
設
ク
ル
コ
ト

　
そ
し
て
、
帝
国
弁
護
士
会
は
、
昭
和
７
年
４
月
　
日
第
７
回
通
常
総
会
に

２５

お
い
て
、「
本
会
は
昭
和
六
年
十
月
一
日
臨
時
総
会
に
於
け
る
決
議
の
趣
旨
に

基
き
、
陪
審
裁
判
の
精
神
を
貫
徹
す
る
為
め
、
先
づ
現
行
陪
審
法
中
左
の
事

項
を
改
正
す
」
と
し
て
、
４
項
目
（
第
一
、
陪
審
に
付
す
べ
き
事
件
の
範
囲
を

拡
張
す
る
の
件
。
第
二
、
控
訴
の
件
。
第
三
、
陪
審
費
用
の
件
。
第
四
、
証

拠
申
請
の
件
）
に
わ
た
る
陪
審
法
の
条
文
改
正
案
を
決
議
し
て
い
る
（『
法
律

新
報
』
昭
和
７
年
５
月
５
日
、『
正
義
』
昭
和
７
年
５
月
号
、
一
九
三
二
年
六

月
）。
し
か
し
、
龜
山
要
弁
護
士
が
「
説
示
に
対
し
て
は
、
利
害
関
係
人
よ
り

異
議
の
申
立
を
為
す
こ
と
を
許
し
、
異
議
の
申
立
あ
っ
た
も
の
に
付
て
は
、

そ
れ
を
以
て
上
告
理
由
と
す
為
す
こ
と
を
得
る
旨
の
追
加
決
議
を
為
さ
れ
た

い
」
と
い
う
、
緊
急
動
議
を
提
出
し
た
の
に
対
し
、「
委
員
会
に
於
て
充
分
審

議
し
て
決
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
動
議
を
撤
回
さ
せ
て
い
る
。

　
更
に
、
帝
国
弁
護
士
会
は
、
昭
和
９
年
　
月
　
日
司
法
省
か
ら
諮
問
の

１１

１５

あ
っ
た
「
司
法
制
度
改
善
に
関
ス
ル
意
見
」
に
お
い
て
、「
司
法
制
度
改
善
ノ

緊
切
ナ
ル
方
法
」
と
し
て
、「
四
　
陪
審
ニ
附
ス
ル
可
キ
事
件
ノ
範
囲
ヲ
拡
張

シ
以
テ
陪
審
制
度
ノ
精
神
ヲ
貫
徹
シ
其
効
果
ヲ
完
全
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
メ
現
行

陪
審
法
ニ
適
当
ナ
ル
改
正
ヲ
加
フ
可
シ
」
と
主
張
し
て
い
る
（「
正
義
」
昭
和

９
年
　
月
号
、
一
九
三
四
年
一
二
月
）。

１２

（
注
５
）　
三
浦
順
太
郎
（
長
崎
地
方
裁
判
所
長
の
と
き
同
地
裁
第
１
回
陪
審
公
判
を

裁
判
長
と
し
て
審
理
、
退
官
後
に
同
地
裁
第
２
回
陪
審
公
判
の
弁
護
人
と
し

て
立
会
）
は
、
論
説
「
陪
審
法
の
改
正
に
就
て
」
の
中
で
、
①
陪
審
員
は
市
町

村
長
の
抽
籤
を
詮
考
推
薦
に
改
め
、
如
何
わ
し
い
者
の
出
廷
を
防
ぐ
こ
と
、

②
請
求
陪
審
範
囲
以
上
を
、
全
部
法
定
陪
審
事
件
と
定
め
る
こ
と
、
③
裁
判

長
の
説
示
を
廃
止
す
る
こ
と
、
④
制
限
付
き
の
控
訴
を
許
す
こ
と
、
⑤
裁
判

長
に
よ
る
被
告
糾
問
主
義
を
改
め
、
任
意
供
述
主
義
（
刑
訴
法
　
条
）
を
厳

１３１

守
す
る
こ
と
、
を
提
案
し
て
い
る
（
前
掲
『
正
義
』
陪
審
法
実
施
三
周
年
記

念
号
）。

（
注
６
）　
柏
木
五
百
次
郎
は
、「
今
度
、
弁
護
士
と
な
っ
て
、
頗
る
意
外
に
感
じ
た
こ

と
は
、
此
法
律
が
極
め
て
弁
護
士
諸
君
の
間
に
不
評
判
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

弁
護
士
に
し
て
被
告
本
人
の
親
戚
知
人
よ
り
陪
審
裁
判
を
受
く
べ
き
や
否
の

相
談
を
受
け
て
、
進
ん
で
然
り
と
云
ふ
人
は
恐
ら
く
な
か
ら
う
と
思
ふ
。
…
…

自
分
自
身
に
於
て
も
、
若
し
右
様
の
相
談
を
受
け
た
と
し
て
、
責
任
を
以
て

然
り
と
答
ふ
る
こ
と
は
頗
る
之
れ
を
躊
躇
す
る
で
あ
ら
う
。
之
れ
は
、
畢
竟
、

此
法
律
に
大
き
な
欠
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
は
今
更
此
法
律
を
上
か
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一
九
六

ら
見
る
と
下
か
ら
見
る
と
の
間
に
、
非
常
の
相
違
の
あ
る
こ
と
を
思
当
っ
て

居
る
。」
と
い
う
（
柏
木
五
百
次
郎
「
弁
護
士
と
な
り
て
」・『
法
曹
会
雑
誌
』

第
　
卷
第
４
号
、
一
九
三
三
年
四
月
）。

１１
　
柏
木
（
旧
姓
、
野
口
）
の
閲
歴
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
三
重
県
津
市
、

明
治
元
年
９
月
生
、
明
治
　
年
７
月
明
治
法
律
学
校
卒
業
、
明
治
　
年
　
月

２３

２４

１２

代
言
人
試
験
及
第
、
明
治
　
年
１
月
東
京
代
言
免
許
、
明
治
　
年
５
月
安
濃

２５

２６

津
地
方
裁
判
所
検
事
局
に
お
い
て
弁
護
士
登
録
、
明
治
　
年
３
月
高
山
区
裁

２８

判
所
判
事
、
明
治
　
年
４
月
岐
阜
地
方
裁
判
所
判
事
、
明
治
　
年
６
月
名
古

２８

３４

屋
地
方
裁
判
所
判
事
、
明
治
　
年
２
月
名
古
屋
控
訴
院
判
事
、
明
治
　
年
７

３６

３９

月
安
濃
津
地
方
裁
判
所
部
長
、
明
治
　
年
６
月
名
古
屋
地
方
裁
判
所
部
長
、

４１

明
治
　
年
２
月
鳥
取
地
方
裁
判
所
検
事
正
、
大
正
３
年
　
月
静
岡
地
方
裁
判

４４

１０

所
検
事
正
、
大
正
７
年
６
月
前
橋
地
方
裁
判
所
検
事
正
、
大
正
　
年
７
月
水

１１

戸
地
方
裁
判
所
長
、
昭
和
２
年
７
月
静
岡
地
方
裁
判
所
長
、
昭
和
６
年
９
月

８
日
大
審
院
検
事
、
同
日
裁
判
所
構
成
法
第
　
条
ノ
２
に
依
り
退
職
（
注
、

８０

　
歳
停
年
）、
昭
和
６
年
９
月
東
京
地
方
裁
判
所
検
事
局
に
お
い
て
弁
護
士

６３登
録
（
第
一
東
京
弁
護
士
会
）（『
日
本
法
曹
界
人
物
事
典
』
第
３
卷
　
頁
。

３８７

『
日
本
弁
護
士
史
』
一
四
〇
九
頁
。『
官
報
』
明
治
　
年
　
月
　
日
　
頁
、
明

２４

１２

１２

１４３

治
　
年
６
月
７
日
　
頁
、
昭
和
２
年
８
月
１
日
９
頁
、
昭
和
６
年
９
月
９
日

２６

８４

　
頁
、
昭
和
６
年
９
月
　
日
　
・
　
頁
、
昭
和
６
年
９
月
　
日
　
頁
）。

２２６

１０

２６４

２６５

２１

５２９

（
注
７
）　
青
野
原
吉
（
判
事
）
は
、「
陪
審
裁
判
の
再
吟
味
（
一
）
～
（
三
）」（『
法

律
新
聞
』
昭
和
　
年
２
月
　
日
・
　
日
、
３
月
５
日
）
に
お
い
て
、「
先
づ
第

１１

１３

２０

一
に
、
陪
審
裁
判
に
於
け
る
二
審
級
制
度
を
廃
止
し
て
、
や
は
り
、
三
審
級

制
度
に
改
正
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
…
…
第
二
は
、
再
陪
審

に
か
け
得
る
制
度
の
廃
止
と
謂
ふ
こ
と
で
あ
る
。
…
…
第
三
は
、
例
の
サ
ン
メ

ン
グ
ア
ッ
プ
（
説
示
）
説
明
の
形
式
と
内
容
に
対
す
る
再
吟
味
と
謂
ふ
こ
と
で

あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
青
野
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
に
於
け
る
陪
審
制

度
実
施
以
来
の
実
蹟
を
分
析
し
て
、「
今
や
わ
が
陪
審
裁
判
は
病
魔
に
冒
さ
れ

て
居
り
、
こ
の
儘
放
任
い
た
し
て
置
く
に
於
て
は
、
早
晩
死
の
転
機
を
と
る
に

外
な
ら
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
今
に
し
て
、
適
当
な
る
医
療
を
加
ふ
る
こ

と
を
怠
る
に
於
て
は
、
取
り
返
し
が
つ
か
な
く
な
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
理

論
的
及
実
際
的
（
注
、
見
地
）
か
ら
考
察
し
た
る
、
以
上
諸
点
に
留
意
し
て
こ

の
制
度
を
復
活
し
て
、
わ
が
刑
事
裁
判
史
上
に
輝
か
し
い
光
を
放
っ
て
も
ら

ひ
た
い
と
希
ふ
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

（
注
８
）　『
法
曹
公
論
』（
第
　
卷
第
９
号
、
一
九
四
二
年
一
一
月
）
の
巻
頭
言
「
陪

４６

審
法
の
回
顧
」
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
陪
審
法
は
、
大
正
十
二
年
法
律
第
十
五
号
と
し
て
公
布
さ
れ
、
昭
和
三
年

十
月
一
日
諸
準
備
の
完
成
を
待
っ
て
実
施
さ
れ
る
に
到
っ
た
、
実
に
画
期
的

立
法
に
し
て
当
時
朝
野
法
曹
注
目
の
的
と
な
っ
た
。　
…
…
我
司
法
部
に
と
り

洵
に
重
要
性
意
義
を
有
す
る
法
律
な
る
に
、
其
実
施
の
跡
を
顧
み
る
に
、
年

と
共
に
衰
微
し
て
振
は
ざ
る
の
感
が
あ
る
。

　
今
其
不
振
の
理
由
を
検
討
す
る
に
、
抑
々
陪
審
法
は
、
真
に
国
民
の
要
望

に
基
い
て
制
定
さ
れ
た
る
に
非
ず
。
時
の
政
府
、
原
政
友
内
閣
が
反
対
党
提

出
の
普
通
法
案
（
注
、
普
通
選
挙
法
案
）
を
葬
る
代
償
と
し
て
、
寧
ろ
民
意
を

司
法
に
反
映
せ
し
む
べ
し
と
称
し
、
陪
審
法
案
を
政
府
案
と
し
て
提
出
し
、
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七
七
九
（
　
　
　
）

一
九
七

大
政
党
の
威
力
を
以
て
政
策
的
に
議
会
を
通
過
せ
し
め
た
る
も
の
に
し
て
、

其
出
発
点
に
於
て
党
利
党
略
に
利
用
さ
れ
た
る
恨
み
が
あ
っ
た
。
之
、
陪
審

法
不
振
の
第
一
原
因
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
次
は
、
控
訴
を
許
さ
ざ
る
事
で
あ
る
。
上
告
は
法
律
審
の
み
に
し
て
、
事
実

審
理
開
始
の
決
定
を
与
へ
ら
る
ゝ
事
は
希
有
の
事
例
に
属
す
る
。
従
っ
て
、

控
訴
な
き
陪
審
裁
判
の
運
命
は
殆
ん
ど
一
審
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
結
果
と

な
る
。
そ
こ
で
、
陪
審
裁
判
を
受
け
ん
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
非
常
な
る
不
安

と
危
険
性
を
感
ぜ
し
め
る
。
之
、
陪
審
法
不
振
の
第
二
の
原
因
で
あ
る
。

　
手
続
煩
瑣
に
し
て
、
費
用
多
く
、
而
か
も
違
憲
論
緩
和
の
手
段
と
し
て
、

更
新
陪
審
制
を
採
用
し
た
る
は
、
陪
審
法
不
振
の
第
三
原
因
で
あ
る
。

　
右
陪
審
法
不
振
の
三
大
原
因
中
、
第
一
原
因
は
如
何
と
も
し
難
い
。
然
る

に
、
第
二
第
三
の
原
因
は
法
律
の
改
正
及
其
運
用
に
よ
り
充
分
之
が
短
を
補

ひ
、
其
本
来
の
妙
味
を
発
揮
し
得
る
事
を
確
信
す
る
。

　
茲
に
、
陪
審
法
施
行
第
十
五
年
司
法
記
念
日
（
注
、
昭
和
十
四
年
十
一
月

一
日
裁
判
所
構
構
成
法
施
行
実
施
五
十
周
年
記
念
日
か
ら
、
司
法
記
念
日
は

十
一
月
一
日
に
変
更
さ
れ
た
）
を
迎
ふ
る
に
当
り
、
陪
審
法
を
回
顧
し
、
其

不
振
原
因
を
探
究
し
、
之
が
改
正
及
本
法
の
使
命
達
成
に
朝
野
法
曹
の
協
力

奮
起
を
切
望
す
る
次
第
で
あ
る
。（
昭
和
十
七
年
十
月
一
日
）

（
注
９
）　
最
後
に
、
陪
審
法
の
実
施
過
程
を
評
価
を
す
る
際
に
、
戦
後
の
論
調
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
論
文
と
し
て
、
利
谷
信
義
「
司
法
に
対
す
る
国
民
の
参

加
─ 
─
戦
前
の
法
律
家
と
陪
審
法
─ 
─
」（
潮
見
俊
隆
編
『
岩
波
講
座
現
代

法
』
６
・
現
代
の
法
律
家
、
岩
波
書
店
・
一
九
六
六
年
六
月
）
を
挙
げ
て
お
こ

う
。

　
利
谷
は
、
陪
審
法
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。「
…
…
陪

審
制
度
の
利
用
を
直
接
に
決
定
す
る
も
の
は
在
野
法
曹
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

在
野
法
曹
は
、
そ
の
利
用
に
つ
い
て
、
一
向
に
「
気
乗
の
せ
ぬ
」
状
態
に
あ
っ

た
（
注
、
前
掲
・
秦
良
一
「
陪
審
法
の
欠
陥
」・『
法
律
新
聞
』
昭
和
６
年
８
月

３
日
）。
そ
れ
は
、
…
…
陪
審
法
の
意
識
し
て
作
ら
れ
た
欠
陥
、
と
く
に
裁
判

長
の
説
示
、
陪
審
の
更
新
、
…
…
訊
問
調
書
の
証
拠
能
力
の
承
認
や
証
拠

物
・
証
拠
書
類
の
陪
審
へ
の
交
付
な
ど
が
、
陪
審
の
判
断
を
ゆ
が
め
て
、
在

野
法
曹
を
絶
望
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
制
度
の
担
い
手
で
あ
る
裁
判

官
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
。
…
…
昭
和
二
年
に
大
審
院
長
と
な
っ
た
牧
野
菊

之
助
は
、
大
正
一
五
年
の
大
審
院
部
長
時
代
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
一
般
民
衆
が
法
律
智
識
に
欠
く
る
所
あ
り
、
裁
判
所
と
検
事
局
と
の
区
別
を

知
ら
ず
、
司
法
処
分
の
何
た
る
か
を
解
せ
ず
、
証
人
た
る
の
義
務
を
も
弁
へ
ず

し
て
裁
判
所
に
出
で
て
嘘
八
百
を
平
気
で
並
べ
た
て
、
裁
判
官
を
し
て
事
実

の
真
相
を
捕
ふ
る
に
支
障
を
与
へ
、
…
…
近
き
将
来
に
於
て
陪
審
制
を
実
施

す
る
と
も
十
分
に
其
効
果
を
挙
ぐ
べ
き
や
否
を
懸
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
。』

　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
一
般
国
民
」
へ
の
不
信
と
軽
蔑
は
、
敵
意
で
は
な
い

か
と
す
ら
思
わ
れ
る
。
か
か
る
不
信
・
軽
蔑
や
敵
意
の
下
で
は
、
被
告
が
陪
審

を
辞
退
し
な
い
の
は
、
裁
判
官
へ
の
不
信
で
あ
り
挑
戦
で
あ
る
と
裁
判
官
に

受
け
と
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
陪
審
の
請
求
に
至
っ
て
は
な
お
さ
ら

で
あ
る
。
も
し
も
被
告
に
つ
い
て
、「
然
り
」（
犯
罪
構
成
事
実
が
存
在
す
る
）

と
答
申
さ
れ
た
と
せ
よ
。
裁
判
官
に
よ
る
刑
の
量
定
の
峻
厳
さ
は
、
お
し
て
知
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る
べ
し
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
然
ら
ず
」
と
答
申
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
無

罪
の
宣
告
を
す
る
代
り
に
、
陪
審
の
更
新
が
か
な
り
多
く
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら

も
推
測
し
え
よ
う
。
被
告
た
る
も
の
、
戦
慄
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

…
…
在
野
法
曹
は
、
依
頼
者
に
こ
の
危
険
な
賭
を
さ
せ
る
わ
け
に
は
行
か
な

く
な
る
。
彼
は
控
訴
で
き
る
通
常
の
道
を
被
告
に
す
す
め
る
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
は
、
陪
審
を
辞
退
し
、
裁
判
官
に
恭
順
の
意
を
表
わ
す
こ
と
こ
そ
が
、

も
っ
と
も
基
礎
的
で
有
効
な
「
法
定
技
術
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

…
…
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
あ
え
て
陪
審
を
選
ん
だ
も
の
は
、
逆
に
か
な

り
無
罪
に
自
信
の
あ
る
人
々
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、

無
罪
率
が
き
わ
め
て
高
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
む
し
ろ
ま
だ
低
す
ぎ
た
の
で

は
な
い
か
と
の
危
惧
す
ら
あ
る
。」

　
す
な
わ
ち
、
利
谷
は
、
陪
審
裁
判
に
お
い
て
は
「
裁
判
官
に
よ
る
刑
の
量
定

の
峻
厳
さ
は
、
お
し
て
知
る
べ
し
で
あ
る
。」
と
し
て
、
そ
れ
に
戦
慄
せ
ざ
る

を
得
な
い
被
告
の
た
め
に
、
弁
護
士
と
し
て
は
、
陪
審
を
辞
退
し
裁
判
官
に

恭
順
の
意
を
あ
ら
わ
す
こ
と
こ
そ
が
、
最
も
基
礎
的
で
有
効
な
法
定
技
術
で

あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
広
島
控
訴
院
管
内
の
陪
審
公
判
の
結
果
を
見
れ
ば
、

「
然
り
」
と
答
申
さ
れ
て
も
、
通
常
裁
判
と
同
じ
く
、
判
決
の
量
定
は
求
刑
よ

り
も
低
い
傾
向
に
あ
り
、
ま
た
執
行
猶
予
と
な
る
場
合
も
あ
る
。

　
な
お
、
利
谷
は
「
戦
後
改
革
と
国
民
の
司
法
参
加
─ 
─
陪
審
制
・
参
審
制

を
中
心
と
し
て
─ 
─
」（
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
戦
後
改
革
研
究
会
編

『
戦
後
改
革
』
４
司
法
改
革
、
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七
五
年
七
月
）
に
お

い
て
、
陪
審
法
の
制
定
過
程
・
内
容
そ
の
後
の
経
過
な
ど
に
つ
い
て
詳
細
に

論
述
し
て
い
る
。

⑵
　
陪
審
公
判
全
件
調
査
の
必
要
性

　
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
六
月
、『
法
律
新
報
』（
昭
和
５
年
６
月
　
日
１
頁
）

２５

「
陪
審
制
の
批
判
尚
早
し
」
は
、
陪
審
件
数
が
予
想
よ
り
著
し
く
少
な
い
事
実

か
ら
陪
審
制
度
を
悲
観
す
る
議
論
に
対
し
て
、「
陪
審
の
観
察
の
楽
悲
は
、
其

の
件
数
の
多
き
に
依
る
べ
き
で
は
な
く
、
具
体
的
事
件
に
於
け
る
結
果
奈
何

に
依
て
定
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
数
よ
り
は
実
、
広
さ
よ
り

は
内
容
の
当
否
が
問
題
で
あ
る
。
而
し
て
、
此
の
見
地
に
於
て
陪
審
の
定
評
、

頗
る
可
な
り
で
あ
る
。
裁
判
官
も
検
察
官
も
、
又
弁
護
士
の
側
に
於
て
も
陪

審
の
答
申
は
極
め
て
肯
綮
に
当
る
こ
と
に
満
足
し
て
居
る
や
う
に
見
受
け
る

こ
と
が
出
来
る
。
予
（
注
、
主
筆
の
山
内
確
三
郎
と
思
わ
れ
る
）
は
、
陪
審
実
施
の

結
果
を
楽
観
す
る
も
の
で
あ
る
。」
と
い
う
。

　
し
か
し
、『
法
曹
公
論
』（
第
　
卷
第
９
号
・
陪
審
法
施
行
三
周
年
・
新
民
訴
実
施

３５

二
周
年
記
念
号
、
一
九
三
一
年
一
〇
月
）
の
「
法
曹
の
声
」
を
見
れ
ば
、
弁
護
士

で
は
陪
審
法
実
施
に
肯
定
的
な
者
は
少
数
で
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
官
・
検
事

も
、『
法
曹
会
雑
誌
』（
第
７
巻
第
　
号
・
陪
審
法
実
施
記
念
号
、
一
九
二
九
年
一
〇

１０

月
）
に
掲
載
さ
れ
た
感
想
を
見
れ
ば
、
必
ず
し
も
陪
審
公
判
の
結
果
に
満
足
し

て
は
い
な
い
。

　
実
際
に
行
わ
れ
た
陪
審
公
判
四
八
四
件
全
部
を
、
検
証
す
る
必
要
が
あ
る

所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
通
常
裁
判
で
審
理
さ
れ
た
法
定

陪
審
事
件
（
特
に
そ
の
中
で
も
無
罪
と
な
っ
た
事
案
）
も
検
証
し
た
い
も
の
で
あ



広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
陪
審
裁
判 

七
八
一
（
　
　
　
）

一
九
九

る
。（

注
１
）　
陪
審
制
度
の
運
命
・
将
来
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
考
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

西
欧
に
お
い
て
は
、
陪
審
制
は
修
正
を
受
け
、
参
審
制
が
採
用
さ
れ
る
傾
向

に
な
っ
て
い
る
状
況
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
①
前
田
美
詔
「
陪
審
法
の
運
命
」（『
警
察
新
報
』
第
　
巻
第
　
号
、
一
九
三
〇

１５

１２

年
一
二
月
）

　
②
牧
野
英
一
「
陪
審
制
の
将
来
」（『
法
律
時
報
』
第
７
卷
第
３
号
、
一
九
三
五

年
三
月
）

　
③
田
村
豐
「
陪
審
制
度
の
現
在
及
び
将
来
（
一
）（
二
・
完
）」（『
法
曹
会
雑
誌
』

第
　
卷
第
　
号
・
　
号
、
一
九
三
八
年
一
一
月
・
一
二
月
）

１６

１１

１２

　
④
木
村
龜
二
「
陪
審
制
度
の
運
命
」（『
改
造
』
第
　
卷
第
３
号
、
一
九
四
一
年

２３

二
月
）

（
注
２
）　
無
産
階
級
の
立
場
か
ら
、
陪
審
裁
判
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
に
は
、
次
の

論
考
が
あ
る
。

　
①
末
弘
巖
太
郎
「
無
産
階
級
の
立
場
よ
り
見
た
る
陪
審
制
度
」（『
解
放
』
第
５

卷
第
６
号
、
一
九
二
三
年
五
月
）

　
②
布
施
辰
治
「
借
家
法
と
陪
審
制
度
」（『
ア
ル
ス
文
化
大
講
座
』
第
１
卷
・
第
３

卷
、
ア
ル
ス
・
一
九
二
六
年
一
二
月
・
一
九
二
七
年
一
月
）

　
③
布
施
辰
治
「
疑
獄
事
件
の
解
剖
と
陪
審
裁
判
─
─『
審
く
も
の
審
か
れ
る
も

の
』
序
説
」（『
法
律
戦
線
』
第
６
卷
第
　
号
、
一
九
二
七
年
一
〇
月
）

１０

　
④
木
下
判
治
『
陪
審
法
批
判
─
─
所
謂
「
裁
判
の
民
衆
化
」
の
無
産
階
級
的
解

剖
─
─
』（
上
野
書
店
・
一
九
二
八
年
六
月
）

　
⑤
布
施
辰
治
「
共
産
党
事
件
に
対
す
る
陪
審
法
除
外
の
陰
謀
を
曝
く
」（『
マ
ル

ク
ス
主
義
』
第
　
号
、
一
九
二
八
年
八
月
）

５１

　
⑥
布
施
辰
治
「
陪
審
裁
判
と
共
産
党
事
件
」（『
改
造
』
第
　
卷
第
　
号
、
一
九

１０

１０

二
八
年
一
〇
月
）

　
⑦
布
施
辰
治
「
陪
審
裁
判
と
官
僚
裁
判
の
危
険
」（『
清
廓
』
第
　
卷
第
　
号
、

１８

１２

一
九
二
八
年
一
二
月
）

　
⑧
布
施
辰
治
「
陪
審
裁
判
は
何
故
活
発
に
実
施
せ
ら
れ
な
い
か
─
─
我
々
は
何

故
陪
審
制
度
を
要
求
し
、
し
か
も
之
に
抗
争
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
─
─
」（『
法
律

戦
線
』
第
８
卷
第
１
号
、
一
九
二
九
年
一
月
）

　
⑨
布
施
辰
治
「
陪
審
裁
判
は
何
故
活
発
に
実
施
せ
ら
れ
な
い
か
」（『
法
律
新
報
』

昭
和
５
年
９
月
５
日
）

　
⑩
布
施
辰
治
「
陪
審
裁
判
不
成
績
の
原
因
と
其
の
対
策
」（『
法
律
春
秋
』
第
６

卷
第
３
号
、
一
九
三
一
年
三
月
）

　
⑪
悪
三
太
郎
「
陪
審
制
度
と
無
産
階
級
」（『
法
律
春
秋
』
第
６
卷
第
４
号
、
一

九
三
一
年
四
月
）

　
⑫
三
輪
壽
壯
「
陪
審
裁
判
の
実
施
と
無
産
階
級
」（『
進
め
』
第
６
巻
第
　
号
、

１１

一
九
三
一
年
一
一
月
）

（
注
３
）　
布
施
辰
治
が
弁
護
し
た
陪
審
公
判
は
、
布
施
柑
治
『
布
施
辰
治
外
伝
─
─

幸
徳
事
件
よ
り
松
川
事
件
ま
で
』（
未
来
社
・
一
九
七
四
年
一
二
月
）
中
の

「
第
三
章
・
第
八
節
　
二
人
の
朝
鮮
青
年
の
不
運
と
陪
審
裁
判
」
お
よ
び
大
石

進
『
弁
護
士
布
施
辰
治
』（
西
田
書
店
・
二
〇
一
〇
年
三
月
）
中
の
「
第
五
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二
〇
〇

章
　
植
民
地
の
民
と
と
も
に
」
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
事
件
に
関
す
る
当
時
の
記
録
と
し
て
は
、『
法
律
新
聞
』（
昭
和
７
年

２
月
　
日
　
頁
）、『
東
京
朝
日
新
聞
』（
昭
和
７
年
２
月
４
日
夕
刊
２
面
）、

１３

１８

立
会
し
た
検
事
の
長
谷
川
瀏
「
陪
審
裁
判
警
察
官
殺
害
事
件
の
論
告
─
─
此

一
文
を
故
警
視
庁
巡
査
小
澤
長
重
氏
の
霊
に
捧
ぐ
─
─
」（『
警
察
協
会
雑
誌
』

第
　
号
・
第
　
号
、
一
九
三
二
年
一
〇
月
・
一
二
月
）
が
あ
る
。
殺
人
の
故

３８６

３８８

意
が
認
め
ら
れ
、
上
告
し
た
が
棄
却
さ
れ
た
（『
法
律
新
聞
』
昭
和
７
年
８
月

　
日
　
頁
、『
大
審
院
刑
事
判
例
集
』
第
　
卷
第
　
号
、　
頁
）。

１３

１２

１１

１２

９３６

　
こ
の
陪
審
公
判
の
弁
護
人
は
、
布
施
辰
治
、
神
道
寛
次
・
細
迫
兼
光
、
青

柳
盛
雄
で
、
上
告
審
の
弁
護
人
は
布
施
辰
治
・
大
森
詮
夫
・
河
合
篤
・
青
柳

盛
雄
で
あ
る
。
青
柳
は
、
東
京
弁
護
士
会
編
『
陪
審
裁
判
─ 
─
旧
陪
審
の
証

言
と
今
後
の
課
題
─
─
』（
ぎ
よ
う
せ
い
・
一
九
九
二
年
三
月
）
中
の
「
第
二

章
　
旧
陪
審
裁
判
の
証
言
（
　
頁
）」
で
、
聴
き
取
り
に
応
じ
こ
の
事
件
に
つ

２４６

い
て
答
え
て
い
る
。


